
慶應義塾大学経済学部研究プロジェクト  

最終成果論文（2015 年度）  

 

 

 

 

 

 

アンチモニー産業にみる 

大都市複合型産業集積化による 

再生産可能性 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

経済学部 4 年  

飯吉  佑有  

（指導教員：渡邊幸男名誉教授）  



- 1 -  

要旨 

 

東京では、首都としての機能の集約が進む一方で、戦前からの工業集積地と

しての基盤と戦後の多様な産業の新規立地により、複合的な生産空間が形成さ

れてきた。そのなかで、以前東京の重要産業の一つであった雑貨産業などの地

場産業的業種は東京という大都市のなかで存在感を失い、埋没している。しか

しながら、そうした量的には統計に表れることのない産業への需要が途絶えず、

産業自体も淘汰されることなく再生産を遂げているのもまた、大都市である東

京ならではのことである。  

本稿は、こうした大都市に埋没している産業の再生産の論理を紐解くことで、

東京という大都市において多様な需要が存在し、それに対応するだけの多様な

産業が存在するとともに再生産を可能にしている現状を分析することを目的

とする。分析にあたっては、産地型産業集積研究と都市型産業集積に関する議

論への回帰とともに、東京で再生産を遂げている産業の一例として、東京都の

城東地区に立地するアンチモニー産業を挙げ、産業内の垂直的連携組織として

成立した葛飾アンチモニー会の会員に対する聞き取り調査や事例研究を行う。

集積に関する既存研究とアンチモニー産業から示唆される再生産の論理をも

とに、大都市としての東京における産業の再生産可能性の構造を「大都市複合

型産業集積化」と名付け、本稿の最後に論じる。  

アンチモニー産業の再生産を可能にした外部環境の要因には、東京という大

都市において存在した複合的な残存者利益と、巨大な工業集積地としての基盤

産業の安定性と多様性が挙げられる。また、こうした供給側と需要側の双性の

複合性をつなげ、最適化する役割を担う「メーカー」が存在していることは、

産業の構造変化を助け、再生産に導いた。こうした再生産の論理から示唆され

る大都市複合型産業集積化は、①大都市における産業集積であるという点、②

複合型の集積であるということの二面性、③市場とサプライヤーを仲介する企
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業が存在し、双性の複合性をコーディネートしている点、④集積の再生産が形

態の変化に伴って可能になった点の四点により特徴づけられる。この再生産の

理論は、大都市型産地型産業集積や都市型産業集積の再生産といった既存の議

論の枠にとどまらない東京特有の産業集積の再生産可能性を証明するもので

あり、その点が東京という複合的な産業環境を解明する一つの手がかりとして

本稿が寄与するところである。
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まえがき 

東京では、首都としての機能の集約が進む一方で、戦前からの工業集積地と

しての基盤と戦後の多様な産業の新規立地により、複合的な生産空間が形成さ

れてきた。そのなかで、以前東京の重要産業の一つであった雑貨産業などの地

場産業的業種は東京という大都市のなかで存在感を失い、埋没してきた。しか

しながら、そうした量的には統計に表れることのない産業が淘汰されずに再生

産を遂げているのもまた、大都市である東京ならではのことである。  

本稿は、こうした大都市に埋没している産業の再生産の論理を紐解くことで、

東京という大都市が多様な産業を再生産させている現状を分析することを目

的とする。分析にあたっては東京で再生産を可能にしている産業の一例として

東京都の城東地区に立地するアンチモニー産業を挙げ、産業内の垂直的連携組

織として成立した葛飾アンチモニー会の会員に対する聞き取り調査や事例研

究から、アンチモニー産業の再生産の論理、そしてその先にある大都市として

の東京における産業の再生産可能性について論じる。  

本稿序章では、まず大都市である東京に伝統的に立地している産業集積とし

ての産地型産業集積と都市型産業集積をとりまく環境をまとめる。第 1 章では、

本稿にて例として取り上げるアンチモニー産業の展開を示し、現在のアンチモ

ニー産業が持つ特徴の背景を探る。第 2 章では現在のアンチモニー産業がどう

いった特色を持ち、どのような理論で再生産を可能としているかを、事例紹介

を交えながら分析する。終章では、アンチモニー産業において観察された結果

が大都市における産業集積に示唆する点を、大都市複合型産業集積化と名付け

て論じる。また、補論においては、産業集積研究と産地型産業のうち特に輸出

型のものを中心として、どういった環境変化に置かれたかをまとめている。  
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序章 産地型産業・都市型産業集積研究の展開 

本章では、アンチモニー産業の展開と現状を把握する上で重要となる産地型

産業と都市型産業集積に関する既存の議論をまとめる。  

 

1. 産業集積の分類  

産業集積とは一般に、同一の産業内あるいは極めて関連性の深い産業におい

て相互に関連性をもって操業している、地理的に近接した地域に密集している

企業群 1であると定義される。つまり、地理的な近接性とその産業の同一性が

中心となって規定される企業の集合体であり、日本に存在する産業集積の多く

も地域名と産業名を合わせた名称で呼ばれることが多い。また、産業集積の成

立の条件として、資源の存在、生産活動における主導的企業の存在、伝統的な

技術蓄積の存在が必要であると考えられているが 2、現在では情報産業の集積

が東京都に存在していることなどを踏まえると、技術自体の伝統性の絶対的必

要性については疑問が残る。産業集積の多くが歴史的背景を持っているものの、

新規立地が可能な地域や産業も存在しているといえる。  

現在では、産業集積は、以下の四つのような分類に分けられる 3。  

1. 企業城下町型  

特定企業の量産工場を中心に、下請企業群が多数立地している集積。  

例: 広島、北九州地域  

2. 産地型集積  

消費財などの特定業種に属する企業が特定地域に集中立地している集積。 

                                                 
1 伊丹敬之「第 1 章  産業集積の意義と論理」伊丹敬之・松島茂・橘川武郎

『産業集積の本質-柔軟な分業・集積の条件-』(東京：有斐閣 , 1998)：2 頁  
2 同上 , 6 頁  
3 「第 2 部  第 4 章  第 1 節  地域産業集積の類型と分析の枠組」中小企業庁編

『中小企業白書 2006 年版』(中小企業庁 , 2006)：(2016 年 1 月 12 日) 
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/h18/index.html  
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例: 鯖江、燕・三条地域  

3. 都市型複合集積  

戦前からの産地基盤や軍需関連企業、戦中の疎開工場などを中心に、関

連企業が都市圏に集中立地して形成した集積。  

例: 太田、諏訪、浜松、東大阪地域  

4. 誘致型複合集積  

機械等の同業種や関連のある業種の企業が都市部から地方の同じ地域に

進出して形成した集積。  

例: 北上川流域、甲府地域  

また、近年に成立した集積として、以下のようなものが挙げられる 4。  

5. 進出工場型集積  

機械等の同業種や関連のある業種の企業が都市部から地方の同じ地域に

進出  

6. 広域ネットワーク集積  

情報通信や高速交通ネットワーク等の発達に伴い、集積の広域化が進展

した形態  

7. 産学連携・支援施設型集積  

地域内に大学や産業支援機関等の研究開発支援機能、産学連携機能等が

備わった集積  

以上のような集積の分類は、各集積を産業の面から切り取った場合には個別

に適応されるが、集積を地域単位でみた場合には、単一地域が複数種類の産業

集積の様相を示す場合もあり、その例として東京都のような大都市型の集積が

挙げられる。東京には、伝統工芸品等の生産地としての産地型集積の特徴や、

大田区や城東地域を中心とした都市型複合集積の特徴、また、ネットワークの

発達に伴いこれらの集積が拡大した広域ネットワーク集積の特徴などが見ら

れる。  

                                                 
4 福島久一「経済のグローバル化と地域産業集積 集積と分散」『経済集志』

第 72 巻第 4 号(2003 年 1 月)：649-656 頁  
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また、これらの分類のうち、産地型産業とほぼ同義で用いられる地場産業は、

以下のような条件で定義づけられる 5。  

a. 地元資本をベースとする中小企業群が、  

b. 一定の地域に集積して、  

c. 地域内に産出する物産等を主原料とするか、  

d. あるいは資本・技術・労働力等の地域内での集積を基礎に、他地域から移

入された原材料を使用して、  

e. 製品の製造を行う  

加えて、地場産業の構造は単一業種型と複合業種型の二種類に分類される。

単一業種型は、地場産業地域の経済が単一の地場産業の業績に大きく依存して

いる状態であり、複合業種型は複数の業種による集積が地域内に依存している

ため、その経済は単一の地場産業には依存していない状態となっている 6。以

上の定義に当てはめると、多様な産地型産業集積が立地している東京都に立地

している地場産業は、主に資本・技術・労働力を発端とする集積として存在し

ており、さらには複合型の産業集積地にも分類され得る。しかしながら、東京

自体が複数の地場産業のみならず多様な産業の集積地であることを踏まえる

と、上記のような複合集積地と同一視されるべきであるかは疑念が残る。  

 

2. 需要構造の変化  

以下では、特に消費財分野での近年の需要構造の変化に関する議論をまとめ

る。これにより、アンチモニー産業が置かれた環境を分析することができる。 

国内の需要構造は、円高が進行した 1970 年代から如実に表れる。1970 年代

から 1980 年代には、国民ニーズが多様化した一方、消費者需要においては高

級品志向と低価格志向の二極化が進行したと言われている 7。また、円高に伴

                                                 
5 石井廣志「工芸産業地域における産地等企業集積の実態調査(第２報)」『東

京家政学院大学紀要』第 43 号(2003 年 8 月)：127-146 頁  
6 同上  
7 稲川宮雄「国民ニーズの多様化と中小企業組合の役割」『中小企業と組合』

36 巻 7 号(1981 年 7 月)：4-17 頁  
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い海外製品の流入が増え、逆に国内製品の海外輸出は減少した 8。そのため、国

内の生産者の多くは海外との価格競争に対抗しながら、多様化する国民ニーズ

に対応した内需転換をすることが必要となった 9。1990 年代に入ると、円高は

さらに進行したために輸出障壁は高まり 10、経済成長の停滞から国内市場も成

熟化し 11、豊かさの指標は消費の増加からライフスタイルの変化へと変わった 12。

その一方で、経済成長を加速しているアジア諸国からの代替品の輸入が増加し

た 13。そのため、国内需要への対応のために、低価格化を図る企業が増加した。

2000 年代には、需要はさらに多様化し 14、消費サイクルは短期化した 15。また、

経済成長の停滞から国内需要の冷え込みが進行し、国内の企業は異業種での交

流を通した市場開拓やニーズ対応による差別化が求められた 16。  

以上をまとめると、国内市場は経済成長の鈍化とともに成熟化し、消費者需

要は物的豊かさを追求する単一的な需要から多様化し、さらにはライフサイク

ルが短期化された。また、国内生産者は円高の進行に伴い海外との競争にさら

された一方、国内での多様化する需要への対応を迫られている。  

 
                                                 

8 上野和彦「地場産業「産地」の構造とその変化」『中小企業と組合』43 巻 7
号(1988 年 7 月)：6-11 頁  
9 中村秀一郎「経営環境の変化と新しい中小企業の成長要因」『商工金融』第

26 巻第 8 号(1976 年 8 月)：3-14 頁  
10 赤津  光一・高野  光一「激化する輸入品との競合   新潟県燕・三条地域(金
属製品)(特集：円高下の地域産業  海外・内需へチャレンジする経営者たち)」
『ジェトロセンサー』45 巻 537 号(1995 年 8 月)：32-35 頁  
11 小原久治「躍進の道を探る地場産業と産地中小企業 主要産地の最新動向

調査より(特集：変貌する地域中小企業)」『中小公庫月報：JFS monthly 
report』44 巻 8・9 号(1997 年 9 月)：16-21 頁  
12 三菱総合研究所編『集積・地場産業新ネットワーク構築事例調査報告書  平
成７年度』(東京：三菱総合研究所 , 1996) 
13 小原久治 , 前掲；小副川忠明「輸出主導型産業としての横浜スカーフ（特

集：地場産業の現在）」『地域開発』441 号(2001 年 6 月)：14-18 頁  
14 石井廣志「工芸産業地域における産地等企業集積の実態調査(第２報)」『東

京家政学院大学紀要』第 43 号(2003 年 8 月)：127-146 頁  
15 遠藤真紀「地域中小製造業のネットワーク戦略―株式会社三松の事例を通

じて―」『中小企業季報』2013 年第 4 号(通巻 168 号)(2014 年 1 月)：1-12 頁  
16 森下正「中小企業組合の今日的意義  求められる共生と供創による信頼のネ

ットワーク組識」『中小企業と組合』第 59 巻第 1 号(2004 年 1 月)：12-16 頁  
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3. 大都市型産業集積の特質  

以下では、東京都を含む大都市型の産業集積が持つ特質に関する議論をまと

める。  

東京の産業集積の特徴は、衣料品や雑貨といった地場産業と、印刷・出版産

業や情報機器産業などの都市型軽工業、さらには日用消費財産業などが複合的

に存在している点にある 17。また、こうした大都市産業集積は、巨大かつ先鋭

的な需要を内包する大都市に成立・発展している。そういった環境下で、各企

業の専門化が進行するにつれて特定部門や特定企業との生産関連が薄れ、異業

種間での多様な結合が生まれた。特に、印刷やメッキ、金型工程などの中間財

的業種は、それ自体が一つの産業を形成していながら、多様な業界を取引相手

に持つ都市型産業に特徴的な形態である 18。この特徴は、1990 年代の東京にお

ける工業集団についての「多様な雑貨とともに、区内工業の一画をなす金属プ

レス、機械部品、ボルト・ナット・めっきなど金属部門は工業用ゴムなどとと

もに機械工業の共通底辺をなすものである。19」という論にも裏付けられてい

る。  

1980 年代の大都市の製造業においては、零細企業の増加が特徴である 20とと

もに、その背景には集積が集積を呼ぶことにより新しい業態の中小企業が多く

誕生しているという動きがあった 21。これらの企業は、製品の製造を受注した

ときに、自身の能力での製造が難しい場合や受注量が自身の生産可能量を上回

っている場合に、その生産を同業者に委託する「仲間回し」の関係による生産

の委託・受注を行っていたという調査が 1980 年代にあるが 22、その特質は現在

                                                 
17 中山金治「大都市圏-首都圏都市型産業の変化」『経済』(1981.12)：73-78 頁  
18 同上  
19 竹内淳彦・森秀雄・八久保厚志「東京城東外周部における工業集団の変

動：葛飾区を中心として」『経済地理学年報』43 巻 2 号(1997 年 5 月 31 日)：
100-113 頁  
20 金倉忠之「都市零細工業の存立構造 都市経済との関連で」『経済』第 271
号(1986 年 11 月)：241-253 頁  
21 清成忠男「都市経済のビジョンと中小企業」『都市問題研究』34 巻 11 号

(1982 年 11 月)：14-28 頁  
22 金倉忠之「都市零細工業の存立構造 都市経済との関連で」『経済』第 271
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にも継承されている 23。また、製品の発注者である問屋と受注者であるサプラ

イヤーとの間には、重層的下請関係ではなく生産工程を各サプライヤーに振り

分ける一生産者が存在する場合や、生産機能を持たない商品企画者がブローカ

ーのように存在する場合もあり、衣料や雑貨などの分散的な市場に対応するに

は関連加工業者をまとめる存在が必要であり、実際にそういった企業が増加し

ているという論が 1980 年代に見られるが 24、どういった産業がどのようにまと

められているのかについては議論がない。また、その議論の中で示されている

産業名についても、近年の工業統計においては産業名の表示がなく、雑貨の生

産量に至ってはすでに都内での総製造出荷額の 0.1%を占めるのみである 25。  

近年の議論の中でも、多様なサプライヤーの存在と需要の複合性は指摘され

ている。供給面では、東京のような巨大都市で都市化と零細化が同時に進行し、

一般的に生産性が低いと考えられている零細企業であっても存立する条件が

あれば営業を継続できるという論 26や、大都市産業集積においては特殊な加工

機能を保有する高度な熟練、幅の広い関連加工機能が周囲に豊富に成立してい

なくてはならないとする説 27、また、大都市の需要に関して「大都市には多様

な需要があり、そうした需要は日本全国を対象とするものであるから、多くの

業者が廃業した分野の産業であっても残存者利益を享受することによって、残

存し続けることができる。28」といった議論も存在しているが、具体的な事例は

                                                 
号(1986 年 11 月)：241-253 頁  
23 吉田誠「産業構造変容下における都市型産業集積-地域工業団体と口座保有

企業-」『香川大学経済論叢』第 81 巻第 2 号(2008 年 9 月)：43-67 頁  
24 中山金治「巨大都市 東京を支える中小企業」『エコノミスト』1980 年 5 月

20 日号：50-55 頁  
25 『平成 26 年東京の工業(速報)』(東京都総務局統計部 , 2015)：(2016 年 1 月

12 日) http://www.toukei.metro.tokyo.jp/kougyou/2014/kg14p30000.htm 
26 和田耕治「都市型中小企業の創成と変容に関する考察」『企業環境研究年

報』13 号(2008 年 12 月)：81-91 頁  
27 関満博「日本の地域産業集積の行方 大都市型と地方型をどう乗り越えて

いくのか（モノづくりと地域産業の未来⑦）」『経済セミナー』631 号(2007 年

10 月)：86-91 頁  
28 和田耕治「首都圏中小企業の変容と革新」『中小企業季報』2012 年第 2 号

(2012 年 7 月)：1-9 頁  
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研究されていないのが実情である。  

以上のように、大都市における中小零細製造企業の存立基盤として、産業集

積全般に見られる特徴のほかに多様な需要と多様なサプライヤーの存在があ

るという議論は一般的である。また、残存者利益の存在もすでに指摘されてい

る。しかしながら、1980 年代にはある程度の規模性を保って生産活動を行って

いた産業において、関連加工業者をまとめる企業が存在していたという議論は

あるものの、そうした企業の現在までの存亡について明らかにした論考も見受

けられないほか、大都市に集まっている残存者利益の享受者についても議論さ

れていない。  

 

4. 企業間関係に関する議論  

以下では、産地型産業集積と都市型産業集積、また集積の種類に限定しない

それぞれの視点から企業間関係について論じた研究を示す。全般的な議論とし

ては高田氏の論じる「企業間取引分業関係」29、産地型産業の視点からは、髙岡

氏の指摘する「リンケージ企業」30、都市型産業集積の視点からは、渡辺氏の提

唱した「山脈構造型社会的分業構造」31を示す。  

企業間取引分業関係は、資源依存論に基づき、企業間の関係を論じたもので

ある。資源依存論では、企業の依存関係は他組織の有する資源の量的・質的重

要性と、外部から獲得する資源による代替可能性により決定されていると定義

されている。高田は、企業間の関係性が片務的依存関係の場合には、依存する

側の企業の自立性の低さのために、依存される側からの資源の供給等がなくな

るなどの状況下が生じた場合には、企業間取引分業関係は理論上バランスを崩

しやすくなると論じている。  

次に、「リンケージ企業」の機能である。リンケージ企業は、産業集積内の「集

                                                 
29 高田亮爾「企業間取引分業関係と中小企業」『中小企業季報』2003 年第 4 号

(2004 年 1 月)：1-7 頁  
30 髙岡美佳「産業集積とマーケット」伊丹敬之・松島茂・橘川武郎編『産業

集積の本質 柔軟な分業・集積の条件』(東京：有斐閣 , 1998)：95-129 頁  
31 渡辺幸男『日本機械工業の社会的分業構造』(東京：有斐閣 , 1997)：159 頁  
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積内分業」と「集積とマーケットの連関」という二つのサブシステムのうち、

後者を担う企業である。リンケージ企業の役割として、静態的メカニズムと動

態的メカニズムが存在する。静態的メカニズムとは、市場への需給のコーディ

ネートを行い、取引の管理をする機能であり、動態的メカニズムは、現在の技

術から新規の需要へ、あるいは現在の需要を新技術へというようなイノベーシ

ョンを生む役割である。また、リンケージ企業の仲介により、同一製品の注文

を複数回受けた場合には、その生産に携わるサプライヤーの組み合わせは各回

で異なる可能性が高いことが指摘されている。このようにサプライヤーが変更

可能であるのは、ある程度同質の生産が複数サプライヤーにより可能であるか

らであり、つまり機械生産が前提となっているといえる。実際に、議論で提示

されている例は繊維産業や、リンケージ企業の機能を発展させた「生産コーデ

ィネート機能」の存在する大田区の工業集積である。また、リンケージ企業の

多くは集積内の大手企業であり、ほぼ単一市場における需給のコーディネート

を、ある程度まとまった量で担っていることが指摘できる。  

最後に、「山脈構造型社会的分業構造」である。渡辺氏の議論では、都市型産

業集積のうち機械工業においては、巨大企業を頂点とし、零細企業を底辺とす

る重層的な下請構造が成立しており、以下の図  1 のように機械工業の企業群全

体が図中に表現される。この議論において特筆されるべきであるのが、下請企

業が特化しているのは製品分野ではなく加工方法であるため、下請企業の中に

は多様な元請の生産を受注している企業も存在しているという点である。この

点は、多様な需要が存在する東京に立地しているあらゆる産業に当てはまると

考えられ、本章にてすでに示した、中間財的業種の市場の多様性とも整合性を

持つ。また、図中において退出能力がないとされている企業の存在が先に述べ

た中間財的業種においても無視されるべきでないことを指摘している。  
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図  1 山脈構造型社会的分業構造の概念図  

 
出典 : 渡辺幸男『日本機械工業の社会的分業構造』(東京：有斐閣)1997, 159 頁  
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第 1 章 アンチモニー産業の展開 

第 1 節 アンチモニー産業概説 

本節では、アンチモニー産業の概要と成立過程、業界におけるプレイヤーの

概況をまとめる。  

 

1. アンチモニー産業の概要と成立過程  

アンチモニー産業とは、鉛合金であるアンチモニーを工芸品に加工する産業

であり、世界でも東京都東部の都市型産業集積地域である墨田区・葛飾区周辺

にのみ存在している産地型産業の特徴を持ちながら、同時に複合業種型集積の

一角を形成している。その成立は、江戸幕府崩壊の明治初年に遡る。当時江戸

近辺に集住していた幕府お抱えの彫刻師が幕府の崩壊に伴い転廃業を迫られ、

その技術力から真鍮型への打物彫刻を施し、その型を用いて鉛合金の鋳造が行

われるようになったのがアンチモニー産業の始まりである。また、江戸時代当

時に重宝された彫刻品にはメッキ加工が同時に施されており、江戸幕府崩壊後

も彫刻師の作成した型から鋳造された製品には、同様のメッキ加工が施されて

きたという経緯も持つ。  

アンチモニーは 3 元合金であり、その成分は鉛 85-88%、アンチモン 10-13%、

錫 2%である 32。この合金の特徴として、収縮率が低く 33、また、耐食性が高い

ということが挙げられる。他の金属地金の多くが鋳型に流し込まれたときによ

り大きい縮小率で冷え固まっていくために型への圧入を必要とする一方で、ア

                                                 
32 組合 50 周年記念誌刊行会編『輸出アンチモニー工業の歩み  –組合 50 周年

記念誌-』(東京：組合 50 周年記念誌刊行会 , 1999)：37 頁  
33 1999 年発行『輸出アンチモニー工業の歩み  －組合 50 周年記念誌－』中で

は「鋳造冷却の時に金属が膨張する」(37 頁)と記述されているが、聞き取り

調査⑨により正確には膨張するのではなく収縮率が低いということであると

判明した。  
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ンチモニーのように収縮率が低いことは、「どんな少さな模様でも見ごとに写

しとって、日本独自の小美術が鮮明に表現される」34(原文ママ)ために、工芸品

分野では重宝されるとされている。また、耐食性が高いことは、水回り等錆が

発生しやすい場所でも使える工芸品(花瓶、テーブルウェアなど)の分野でのア

ンチモニーの使用につながった。戦後は鉛蓄電池や鉛管スクラップ、活字合金

等を再利用して生産が行われたが、現在では原材料となる金属は中国からの輸

入に頼っている。特に、使用済み鉛蓄電池等への需要が中国で活発化している

こともあり、原材料価格は高騰している傾向にある。  

アンチモニーの用途は産業成立当初は古美術の模倣品等を中心とした輸出

向け雑貨であったが、需要構造の変化を経て、現在では多岐にわたり、1962 年

当時では喫煙具・食器類・室内装飾類・文房具類・宗教用品類・玩具類・身辺

細貨類等の七分類が代表的なものとして挙げられていた 35。現在では、鉛合金

の毒性が問題視されるほか、内需転換と国内需要構造の変化の影響もあり、上

の分類でいうと室内装飾具・灯篭などの宗教用品類・徽章やトロフィーといっ

た身辺細貨類を中心として生産が行われている。  

 

2. 生産フローとプレイヤー  

アンチモニー産業の生産フローにおいては、多くの場合 11 軒程度の企業を

経る。各企業が異なる製造工程を担っているが、その分業体制は 1962 年発行

の『輸出アンチモニー工業八十年史』に記されているものと同様であることか

ら、アンチモニー産業では内製化は進まずに社会的分業体制が維持されている

ことが窺える。以下では、アンチモニー業界に属する企業がどういった分業を

しており、各工程の担当企業がどのような名前で呼ばれているかを紹介する。 

まず、製品の注文を受けるのがメーカーである。各メーカーは、それぞれの

得意とする工芸品分野に所属する企業である。例えば、トロフィーなどの徽章

                                                 
34 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：5 頁  
35 同上 , 10-11 頁  
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関係の製品に特化したメーカーであれば、その顧客は徽章問屋等となり、顧客

からの注文に応じてサプライヤーに生産を発注する。その際、顧客のデザイン

における要求や発注ロット数に応じて、アンチモニー・亜鉛ダイカスト・ラバ

ーダイカスト等の様々な素材の中から、最適なものを選択する。そのため、ア

ンチモニー業界に所属するメーカーの中には、他の素材の製品を取り扱ってい

る企業も存在している。  

メーカーにおいてアンチモニーを使用することが決定された場合、メーカー

は各サプライヤーに個別に発注をかける。製品分野で規定される集積や機械工

業分野の場合は、下請企業がさらなる下請企業を選ぶというような構造になっ

ているが、アンチモニー産業においては各工程間でのサプライヤー同士の取引

はなく、すべての工程間の製品移動をメーカーが担っている 36。  

サプライヤーが担っている工程は以下の通りである。1 つ目は、地金屋であ

る。地金屋は、メーカーから注文を受けると鋳造方法に応じて金属を配合し、

後述する吹き屋と呼ばれる鋳造屋へ納入する。この際の費用はメーカーが負担

する。  

また、2 つ目として、メーカーは新製品を受注した場合には型を発注する。

型の発注先は原型師、彫刻師、鋳物師の 3 軒に分かれる。型の費用負担は各注

文で異なるが、型のデザインに関わる意匠等に応じて、顧客が全額を負担し、

その所有権も持つ場合・メーカーが全額負担して型を所有する場合・両者が共

同出資して型を製作する場合に大別される 37。  

3 つ目は、鋳造工程であり、これは吹き屋と呼ばれる。鋳造方法のうち現在

利用される主要なものは 2 種類ある。一つは焼き吹きと呼ばれ、竈で熱した金

型に湯と呼ばれる地金を流し込んで、型を水につけながら冷やし固める方法で

ある。もう一つは戻し吹きと呼ばれ、型に流し込んだ湯が固まる前に型を逆さ

にして中の湯を出し、空洞に仕上げる方法である。メーカーは、製品の大きさ

や構造に応じてこれらの鋳造方法から適切なものを選択し、吹き屋とも個別に

                                                 
36 聞き取り調査③より  
37 聞き取り調査④において C 氏より  
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契約を結ぶ。  

鋳造工程の次は、4 工程目としてまとめ屋に製品を持ち込む。まとめ屋は、

アンチモニーで鋳造された各部品をはんだで溶接し、バリを取る工程を担う。

はんだ付けの方法やバリ取りの道具は各サプライヤーに委ねられる。産業の最

盛期には、1 軒が受注した作業を数軒で分担して納品することもあった 38とい

い、これは序章において示した「仲間回し」にもみられる分業体制である。  

まとめ工程が終わると、製品は磨き屋へ持ち込まれる。磨き屋では、バフと

呼ばれる研磨輪等を用いて研磨を行う。この作業により、製品表面の細かい凹

凸や汚れが落とされ、メッキがのりやすくなる 39。  

次のメッキ工程では、凹凸が取り除かれた製品に、銅、ニッケル、金・銀の

メッキ加工が施される。メッキ工程を担っているのは、序章にて示した通り、

市場としては機械工業分野や工芸品分野等、多様な業界を相手としている都市

型産業である。聞き取り調査によると、特に近年はメッキ工程で発生する排水

等の影響で立地・排水設備等に関する法制度が厳格化しており、メッキ工場の

新規立地は難しいほか、設備投資も財政的に企業を圧迫するという。  

メッキ加工の次には、デザイン・装飾の方法によってさまざまであるが、塗

装屋に製品が運ばれる。塗装屋では、メッキ層の防錆や彩色を目的としてラッ

カー塗装が行われる 40。現在では、防錆のための塗装のうち色を付けないクリ

ア塗装は、メッキ屋で行われる場合もあるということが聞き取り調査で分かっ

ている 41。  

また、現在では生産量が減っているために独立した工程として存在している

のか、あるいはメーカーの担う作業の一つとなっているのかの確認が取れてい

ないが、アンチモニー製品のうち特に箱ものの内部に木張り・布張り加工を施

す場合もある。  

                                                 
38 聞き取り調査⑦より  
39 聞き取り調査⑱より  
40 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：23 頁  
41 聞き取り調査⑥より  
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そして最後の工程として、完成した製品をメーカーが検品し、包材取り扱い

業者から仕入れた箱等に梱包し、注文者である問屋に納品する。  

 

第 2 節 時代別産業概観 

本節では、1962 年発行『輸出アンチモニー工業八十周年史』と 1999 年発行

『輸出アンチモニー工業の歩み』の二つの産業史料をもとに、アンチモニー産

業の構造や需要の変遷を明治初期の成立当時から史料での記述で最も新しい

1980 年代まで辿る。これにより、アンチモニー産業が現在の形態に至るまでの

経緯と、現在持つ特徴が何に起因するものであるかを把握することができる。

ここで、これら二つの史料はいずれもメーカーの水平的な組合組織である東京

アンチモニー工芸協同組合とその前身である輸出アンチモニー工業協同組合

によって編纂された記録であるため、業界内の構造やサプライヤーの動向に関

する記述と聞き取り調査から得られる情報との間に不一致が生じる場合があ

る点に留意されたい。  

 

明治初期 42 

本章第 1 節に述べた通り、アンチモニー産業の発端は江戸幕府お抱えの彫刻

師らが「御殿彫り」と称えられた細工物への彫刻技術を活かして、工芸品のう

ち古美術の模倣品分野へ真鍮型を提供し始めたことによる。また、当時の江戸

には錺師や打物師といった金属の装飾品加工を担う職人や、それらの装飾品を

鍍金加工する職人も存在していた。こうしたサプライヤーの存在と同時に、江

戸末期の日本には活字合金がすでに渡来しており、明治 2 年に日本でも活字鋳

造が行われ始めた。この活字には鉛とともにアンチモンが含有されており、こ

れがアンチモニー産業での地金製造のヒントとなったと考えられている。  

                                                 
42 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：29-36 頁  
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また、江戸時代末期には、金属の装飾品や刀剣類を扱う問屋や商人が、問屋

制手工業の形態で彫刻師・鍍金職人・打物師・よろい鍛冶・錺職人を掌握して

いた。こうした問屋による生産活動の管理体制が、江戸当時のサプライヤーを

明治維新以降一括して問屋制商業資本へ取り込み、アンチモニー製品の製造を

開始する助けとなった。明治時代になり諸外国との貿易の門戸が開放されると、

大名向けであった美術品は大衆化・輸出商品化し、それに伴い安価な模倣品の

市場価値が高まった。特に海外で日本の古美術は珍重され、その模倣品であっ

たアンチモニー製品は輸出を伸ばしたという。当時の輸出業務には、サプライ

ヤーをまとめていた問屋があたり、これがのちに市場とサプライヤーとをつな

ぐメーカー43と呼ばれる存在、あるいは輸出問屋へと成長する。海外輸出では

特に、国内商館への訪問販売や、寄港船への販売が中心となった。  

 

明治中期～後期 44 

明治 20 年初頭になると、アンチモニー製品の輸出が軌道にのり、関税の互

恵待遇のあったイギリス経由での輸出が盛んに行われた。また、神戸での貿易

や京都・奈良での土産物需要も見込んで関西に工場を作るメーカーが現れた。

しかしながら、理由は史料中に明らかにされていないものの、関西圏でのアン

チモニー製品の需要や神戸港からの輸出は伸び悩み、撤退を余儀なくされたと

いう記録が残っている。明治 20 年代後半からは、明治 26 年 45にシカゴでの博

覧会への出展でアメリカでの知名度を高めると、イギリスを経由しない対米直

                                                 
43 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)中では、こうしたア

ンチモニー製品の販売機能と一部の工程の設備を備えた存在が「業者」と称

されている。しかし、本論中ではアンチモニー産業に携わる企業一般として

の意味の「業者」との混乱を避けるため、史料の内容から現在のメーカーの

前身として判断しうるものについては筆者の判断により「業者」の用語を

「メーカー」に置き換えている。  
44 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：36-62 頁  
45 史料中では明治 27 年のシカゴ博覧会への出展との記述があるが、明治 26
年に開催されたシカゴ万国博覧会への出展の誤りであると思われる。  
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接輸出を増やした。博覧会の同年である明治 26 年にアンチモニー以外の金属

工芸品を取り扱う輸出業者により「輸出親交会」が発足したことからも、工芸

品の輸出高の成長が窺える。その後、日清戦争での日本の勝利を契機として、

当時ブロンズでの製造が中心であった国内向けの戦勝記念品の製造が始まっ

た。これは、アンチモニーでの製造の方が安価であり、仕上がりはブロンズと

遜色ないという特徴からである。さらには、工法として電気メッキが普及した

ほか、日清戦争頃までには戻し吹きの工法も一般化し、従来の平面的な製品か

ら立体的な製品へと製造の幅を広げたことも、国内需要への対応が可能であっ

た理由として挙げられる。また、日露戦争後には金銀メッキ加工が施された盃

が記念品として製造され、食器類の製造に着手する運びとなった。日露戦争捕

虜の帰国に合わせて、日本の記念品として額皿やペン皿、茶托も製造された。 

また、明治 30 年代に入ると、アンチモニー以外の金属器に輸出者の団体と

して「東京輸出金属器同業組合」が創設された。この組合により、アンチモニ

ー製品には「専用権」と「特売権」が設定された。専用権とは、鋳型を組合員

以外に譲渡しない、また、模造品の製造や乱売をしないといった規定であり、

特売権は、製品の形状等の意匠を組合が保証する仕組みである。この組合の結

成は、アンチモニー製品貿易を一層活発化させ、従来の商館貿易のみならず、

取扱商社の海外進出や日華合弁等もみられた。製品分野も、日本的なデザイン

が施された製品から、海外での土産物としての販売を目的とした記念品へと拡

大した。戦後恐慌下にあっても、アンチモニー産業は家内制手工業としての生

産体制から価格面等の影響を吸収し、安定的な成長を続けた。  

 

大正 46 

大正時代に入ると、第一次世界大戦で直接的な被害を受けたヨーロッパ諸国

での工業製品・工芸品等の生産が止まり、戦勝国として参戦しながらも戦禍を

逃れた日本からの輸出が増加した。この中でも特にアンチモニー産業は、ジャ

                                                 
46 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：62-97 頁  
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ーマンシルバーの代替品として、食器や箱もの、置物等の工芸品への需要に訴

求した。それまでのアンチモニー製品は精巧な表面模様を特徴としていたが、

ジャーマンシルバーの仕上げである銀無地模様を忠実に再現するために、この

頃から銀メッキの無地模様が製品の種類として加えられた。  

また、この当時の特徴として、アンチモニー製品の一貫生産を行う会社組織

の設立が試みられたことが挙げられる。史料中には「東京金属器株式会社」と

「東海鉛管株式会社」の二つの名前が挙げられている。東京金属器株式会社は

アンチモニーの同業組合の幹部により設立された、渋沢系の財閥の出資を受け

た企業であり、需要の増加に伴いアンチモニー産業も手工業から企業合同の会

社組織に発展させる必要があるとの目的を掲げていた。しかしながら、各メー

カーが意匠等の権利を保有していたという状況から、企業合同での会社組織の

結成は難しく、組合参加企業の多くは東京金属器株式会社への参加を思いとど

まったという。また、同株式会社へ参加したメーカーも、メーカーの同業者組

合に籍を残している場合が多かった。そうした背景もあり、東京金属器株式会

社は社内融和等に問題を抱え、設立から 4 年目で解散となり、製品買い取り業

務のみを行う合資会社へと形態を変えたが、関東大震災により倒産した。もう

一軒の東海鉛管株式会社は、屑鉛の取り扱い業者からおこった企業である。多

くの記録は残っていないが、この会社は大戦景気に乗じて多額の収益を上げた

ものの、景気の後退に伴って倒産したということが記されている。これら二企

業の失敗に関して、史料中では以下のように振り返っている。  

このような事実はアンチ業界のほとんどから背をむけられては発展する

条件のないことをむきだしにしたものといえましょう。(中略)あくまでも

手工業の域を脱し得ない家内工業で、東京地域の特殊産業形態をそのまま

踏まえた形式的な企業合同による一貫作業では、工業化や会社経営による

発展が阻害されるのもやむをえなかったことでしょう。47 

                                                 
47 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：68 頁  
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つまり、アンチモニー製品のサプライヤーはそれぞれ独立した家内制手工業

者であったため、単にそれらを同じ場所に集約させ、工場として一貫的な仕組

みのもと生産を行い、効率化を進め企業として発展させることは難しかったと

いうことである。  

また、戦後恐慌の広がりとともに、アンチモニー製品は過剰生産に転じ、海

外輸出もほぼ停止した。それに伴い、アンチモニーメーカーは国内市場の拡大

に尽力した。当時、大量生産・大量販売の拡大により発展していた百貨店業界

に着目し、アンチモニーメーカーもデパートへの営業活動を開始した。取り扱

われた商品は主に一輪挿し・食器セット・煙草セットで、メーカーや輸出商社

の商標を付しての販売が行われた。  

大正十二年の関東大震災では、組合の事務所が被災したほか、メーカーも少

なからず被害を受け、当面の休業を余儀なくされた。被災したメーカーの中に

は、新潟や関西圏でのアンチモニー製品生産を試みる人も出たが、原材料ある

いは職人等に恵まれず、発展しなかったという。そして、東京を離れたメーカ

ーも、その後東京へ戻り、城東地域に再び居住を始めた。政府の復興計画のも

と復興景気と呼ばれる時期に入ると、部分的にアメリカ向けの輸出が行われて

いたダッチシルバーの模倣としてのダッチ模様を、煙草箱やパン皿等に付した

製品の輸出を拡大した。当時のアメリカでは、日本のアンチモニー製品が家庭

内の装飾品等で広く普及しており、大衆向けの製品として販売が拡大していた

という背景を持つ。  

 

昭和初期～戦前 48 

昭和に入ると、金融恐慌により輸出は停滞した。アンチモニー業界も不況の

影響を受けたが、組合が中心となって品質の保持・価格の維持・最低工賃の設

定によるサプライヤーの保護に努めた。恐慌下にあっては、専用権や特売権と

いった自主規制が破られることもあったという。そういった状況で、満州事変

                                                 
48 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：98-135 頁  
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に始まる戦時体制に突入したことから、アンチモニー産業は輸出産業としての

供給の安定性を求め、「東京輸出金属器工業組合」を設立する。この組合は、ア

ンチモニー製品の製造者に組合の検査合格証を付しての販売と最低価格協定

の順守を義務付けた。また、製品の安定した供給のために原材料や資材の共同

購入・運搬を行った。その甲斐もあり、昭和 7 年頃からアンチモニー産業は恐

慌の波を抜け、輸出を伸ばした。貿易相手国・地域別の比率をみると、アメリ

カが 7 割、欧州が 2 割 5 分、その他が南米・南アフリカ・カナダであった。昭

和 8 年 8 月から昭和 9 年 9 月のメーカーの全業者組織としての組合内の生産高

は約 409 万個、当時の金額にして約 137 万円に上り、通年の生産高は 300 万円

を超えたという。昭和 9 年の輸出高は前後 5 年間で最高額であり、その金額は

当時の額面で 358 万円であった。  

この当時特徴的であったのが、大阪にアンチモニー業者が存在し独立した組

合組織を編成していたことである。昭和 10 年には、東京・大阪のアンチモニー

組合が、過当競争の防止と品質向上等を目的として、日本アンチモニー工業協

同組合を結成した。これにより、東西で統一した規格での輸出検品が行われ、

その検査場所も東京・横浜・大阪・神戸の四拠点に増えた。この東西の連合会

は昭和 17 年に同業組合・工業組合が解散するまで続くことになる。  

 

戦時下 49 

戦時下にあっては、東南アジア市場や満州国・関東州方面が日本の有力な市

場として注目された。アンチモニー製品も、煙草ケースや宝石箱等の箱ものを

中心にこれらの地域への輸出を伸ばした。昭和 12 年には、アジア市場はそれ

まで輸出相手国の中心であった欧州や中南米への輸出額をしのぐ市場へと成

長した。  

その一方で、アンチモニー製品の主原料であるアンチモンや鉛は輸入許可制

度下におかれた。それを受け、アンチモニーのメーカーによる同業者組合は昭

                                                 
49 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：136-181 頁  
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和 12 年から鉛とアンチモンの共同購入を開始した。また、日本と敵対関係に

あったアメリカでは日本製品へのボイコット等が起こり、アンチモニー製品の

対米輸出も急激に減少した。アジア市場の伸びはこの対米輸出の減少を吸収す

ることはできず、輸出高全体も急激に縮小した。戦時下では、出征兵士の増加

に伴い、神仏への信仰が高まった影響で、神仏具や護符の生産にアンチモニー

が利用されるようになった。太平洋戦争が差し迫った昭和 16 年からは、鉄銅

製の金属品の回収令が敷かれ、翌 17 年からは強制回収が始まった。その中で、

アンチモニー産業も企業整備令に基づき転廃業を余儀なくされ、鋳型や地金等

の供出を求められた。組合での話し合いの末、転廃業者の戦後優先復興や技術

保存のための四工場の保存を条件とし、すべてのメーカーが転廃業することと

なった。転廃業ののちは、アンチモニー製品の輸出は満州・関東州・中国へご

く少量のみとなった。  

 

戦後～1950 年代 50 

アンチモニー産業の復興への動きは、終戦から一ヶ月を経たころから始まっ

た。アンチモニーのメーカーは同業者組合を結成し、アンチモニー製品の製造

開始と題した新聞広告を掲載して関係者と連絡を取るなど、積極的な復興策が

メーカー自身で取られていた。実際に製造が再開されたのは終戦の翌年 1 月か

らであった。また、技術保存のために設立された工場は政府の指定業者として

生産活動を開始し、その製品は貿易庁が買い上げて進駐軍や海外へと販売され

た。当時の需要としては、進駐軍の土産物として日本製の珍しい商品が好まれ、

煙草セットや宝石入れ等、手あたり次第に捌かれたという。また、記念品や室

内装飾具、食器類も多く販売された。この頃、アンチモニーメーカーはすでに

東京都に立地することが分業体制下で連繋を維持する上で重要であると認識

しているようである。この当時、アンチモニーメーカーの同業者組合は成立、

発展と GHQ による解散命令、そして再結成といったように環境からの影響を

                                                 
50 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：183-302 頁  
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多く受けている。最終的に現在の組合の基礎が固まるころには、単一為替レー

トの影響もあり、アンチモニー製品の輸出額は年々増加していった。  

1950 年代に入ると、ドッジ・ラインによりインフレは終息へ向かった一方で、

国際的不況と輸出障壁の影響で日本国内は生産過多に陥った。朝鮮戦争下にあ

っては、工芸品・雑貨であるアンチモニー製品への鉛等の供給は滞った。そう

いったなか、当時の通商産業省との交渉により補助金を受けての共同工場を設

立するに至った。この共同工場では、硬鉛や活版地金のスクラップを活用しな

がら地金の合同製錬が行われた。その後も輸入原材料の割当に関する交渉は続

き、1954 年にはアンチモニー製品は加工貿易取扱指定を受け、鉛等の原材料の

共同購入と配給が組合で自主的に行われるようになった。この共同購入事業は

株式会社化され、株式会社は商社に輸入を委託するようになった。  

昭和 30 年に関税貿易一般協定(GATT)への加入が決まり、国際貿易が本格化

すると、アンチモニー製品は輸出先を世界各国に広げた。その割合は、北米 50%、

ヨーロッパ 18%、東南アジア 11%をはじめとして、中南米 7%、アフリカ 4%、

他にも大洋州や中近東への輸出も始まった。輸出品目としては、戦前から主流

であった喫煙具や文房具に加えて、陶磁器、ガラス器、青銅、錫器等を組み合

わせて制作した製品へと領域を広げ、さらにはトロフィーや塩胡椒入れといっ

た日用品の製造も始まった。また、輸出品目の一つとして政府の指定を受け、

輸出検査の対象ともなったことは、アンチモニー製品の品質維持を助けた。  

昭和 30 年代には生産高は 10 億円を超え、昭和 34 年の生産高は 15 億円近く

まで増えた。当時の問題点として量産化の困難性が挙げられているが、国内外

市場の需要に対応する生産能力の拡充は可能であると結論付けられている。ま

た、大阪にもアンチモニー製品の生産者が存在しており、2 億円近い輸出高を

誇っていたという。  

 

1960-70 年代 51 

                                                 
51 組合 50 周年記念誌刊行会編『輸出アンチモニー工業の歩み  －組合 50 周年

記念誌－』(東京：組合 50 周年記念誌刊行会 , 1999)：80, 92-112 頁  
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1960 年代以降は、輸出の増加と同時に困難な場面も多く存在する時代であっ

た。  

昭和 43 年、アメリカでアンチモニー製の塩胡椒入れが鉛毒事件を起こした

ために、食器等飲食物に直接接する製品に関してはエポキシ塗装を施す等の規

制や検査の厳格化が進んだ。アンチモニー地金の価格も昭和 43 年以降上昇を

続け、安価であることが特徴の一つであったアンチモニー製品にとっては厳し

い状態が続いた。その一方で、昭和 44 年には輸出高は最高値を記録し、順調に

復興を遂げていた。国内市場においても、真鍮のカップやトロフィーをアンチ

モニーで製作するメーカーが登場し、この流れに沿って多くのアンチモニーメ

ーカーが記念品の製造に着手した。そうした矢先、昭和 46 年に為替レートが

切り上げられたニクソン・ショックにより、輸出産業であったアンチモニー産

業は大きな影響を受けた。特に組合は、円高緊急転貸融資を受けるなどして、

円高への対応を急いだ。その後、二回のオイルショックとともに円高が進行し

たことにより、アンチモニー製品の輸出量は減少し、輸出品の検品を行ってい

た日本アンチモニー検査協会は解散に至った。こうした環境のなか、組合を中

心にサプライヤー不足を補うための鋳造工程の機械化を目指す第 1 次鋳造技術

開発事業が行われた。この事業の結果について、史料中では以下のように振り

返っている。  

本研究作業が老令化対策省力化を目的に設定しましたが、生産力の増強、

大量生産の実現を考えなかった事で有る。鋳造機械一式 1,000 万円するこ

と、又、設置面積は約 10 坪～15 坪は必要である。今回の実験機械の能力

が日産加熱炉一基 30 個～40 個ではとても採算がとれない。鋳造組合のメ

ンバーで腕に自信が有る者程、機械化に対し白眼視するのも無理からぬ事

で有る。この点は、後日実施した鋳造組合其の他の実験も同様であった。

残念ながら企業に採用される見込みはない。52(原文ママ) 

また、以上の他にも、鋳造機械での生産は多様な型への対応において難があ

                                                 
52 組合 50 周年記念誌刊行会編『輸出アンチモニー工業の歩み  －組合 50 周年

記念誌－』(東京：組合 50 周年記念誌刊行会 , 1999)：106 頁  
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ったということが書かれている。このように、アンチモニー産業においては機

械化が難しい工程が含まれているということが、この時期に確認された。  

 

1980 年代 53 

1980 年代には、国内外の需要の減少と技術保存や再生産の難しさから産地振興

法の適用を受け、昭和 55 年から 5 年間で 3350 万円の補助金を受け販路開拓と

工程の機械化を目指すこととなった。結果については明記されていないが、そ

の事業の一つであったフランクフルトメッセへの参加については、国際的な取

引でのマナー等を身につけることができた一方、回を重ねるごとに成約の成績

には翳りがでていたと記されている。また、第 2 次鋳造開発事業も取り組まれ

たが、鋳型と地金の特性から機械化に向かないということが分かるのみに終わ

ったという。そういった環境で、再生産が危ぶまれるなか、亜鉛ダイカストに

より市場を奪われつつあったアンチモニー産業が、中国の亜鉛ダイカスト製品

にも市場を圧迫され始めた。また、プラザ合意により為替レートはさらに円高

に傾き、輸出産業であったアンチモニー産業もほとんど輸出がなくなってしま

ったのもこの頃である。一方で国内需要は、平成に入るまでは神仏具が多く取

引されたほか、徽章やカップの市場も広がっていた。しかしながら特に徽章や

カップについては多くのアンチモニーメーカーが参入し、過当競争を起こして

いたという。  

 

以上のような歴史的背景をたどり、アンチモニー産業は現在に至っている。

輸出産業として繁栄したアンチモニー産業であるが、度重なる円高の進行によ

り海外市場を失ったあと、国内市場でも過当競争を起こしていた。聞き取り調

査によると、現在では市場の縮小が下げ止まり、企業数の変動も小さくなって

いるという 54。   

                                                 
53 組合 50 周年記念誌刊行会編『輸出アンチモニー工業の歩み  －組合 50 周年

記念誌－』(東京：組合 50 周年記念誌刊行会 , 1999)：117-143 頁  
54 聞き取り調査①より  
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第 3 節 組合と役割の変化 

本節では、アンチモニー産業従事者を取りまとめる組合とその役割の変遷を

追う。これにより、前節における産業動向についての記述を補う形で、アンチ

モニー産業の構造が過去にどのようなものであったかを把握する。  

 

1. 東京アンチモニー工芸協同組合  

東京アンチモニー工芸協同組合は、アンチモニー産業に従事する企業のうち

主にメーカーが所属している水平的組織である。前身となっている輸出アンチ

モニー工業協同組合は戦後の昭和 24 年に設立されたが、本項では同組合の設

立以前に成立したメーカーの組合とその中心的役割についてもまとめる。  

アンチモニー製品を扱うメーカーの前身である袋物問屋や輸出問屋といっ

た系列の人々により結成された会に関する記録で最も古いのが、「輸出親交会」

であり、明治 26-27 年頃に成立したと考えられている。この会は、金銀銅製品

や袋物、象眼細工などの製品とともにアンチモニー製品を輸出している人々の

親睦団体であり、アンチモニー業者のみの団体ではない。しかしながら、アン

チモニー製品の意匠の盗作や乱用についてはすでに業界・親交会内に厳しい規

制が設けられていたという 55。  

明治 33 年になると、重要物産同業組合法に基づき「東京輸出金属器同業組

合」が設立される。法律が重要物産と銘打っている通り、この頃までにアンチ

モニー産業を含む金属器産業は日本の重要な輸出産業として認知されるよう

になる。この組合には軟金部・硬金部・鋳金部の三つの部門があり、鋳金部に

は高村光雲らも所属していたという。東京輸出金属器同業組合は、製品の意匠

と販売に関して二つの権利を設けた。一つ目は、専用権と呼ばれる権利である。

この権利は、「鋳型は組合員以外に売買譲渡をしない、そして製品の不当乱売も

                                                 
55 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：41-42 頁  
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しない、模造品も作らない 56」ことを保証する権利である。二つ目は、特売権

である。特売権は、「製品の形状、名称、模様、色、合金、仕法、構造など、そ

の他自分の新規の考案で製造した製品については五カ年を限って組合が保証

する 57」ことを定めたものである 58。こうして、彫刻師らの集住から発足した

アンチモニー産業において特徴的であったデザイン性に関して非常に手厚い

環境が整えられた。  

東京輸出金属器同業組合が直面した最も大きな問題点の一つに、大正 4 年の

東京金属器株式会社の設立がある。この株式会社は、同業組合幹部により設立

されたアンチモニー製品の一貫製造を目的とする組織であり、同組合員の参加

を募っていた。家内制手工業として成立したアンチモニー産業にとって株式会

社組織化は未知の境遇であり、残留派の組合員の説得により、結局大部分の組

合員は参加を思いとどまり、結果として株式会社は大正 8 年に解体され製品買

い取りの業務に移行するが、大正 12 年に解散に至った 59。  

この後、東京輸出金属器同業組合は昭和初期まで同じ組織として継続される。

大正 8 年時点での組合員数は 62 名となっている。この当時、組合では産業振

興のための専用権や特売権の管理のみならず、旅行会や毎月の会合といった催

しにより組合員同士の親睦を深めていたという。また、組合員に関する規約も

厳格化しており、組合の地区や組合の運営に関しての報告義務等を含め定款が

作成されていた 60。  

昭和 2 年からの金融恐慌下では多くの組合がその実権や統制を失っていくな

かで、東京輸出金属器同業組合は下請業者との結束や製品の粗製乱造の防止、

最低加工料金の設定等、それまで以上に製品や業界での統制と規律化を図り、

逆境を乗り越えたという。特に最低加工料金は、製品の大きさや仕上げの方法

                                                 
56 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：46-47 頁  
57 同上 , 47 頁  
58 同上 , 45-55 頁  
59 同上 , 65-69 頁  
60 同上 , 69-94 頁  
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によって細かく規定されていた 61。  

大正末期になると、政府は産業合理化と輸出振興をはかり、輸出組合法を制

定する。この法律は、制定当初は主に大企業を対象としたものであったが、東

京輸出金属器同業組合員はこの法律に基づく工業組合の設立を目指し、昭和 8

年に東京輸出金属器工業組合の設立認可が下り、組合員 58 人で発足した。こ

の組合にはアンチモニーのメーカーすべてが所属したわけではないものの、こ

の頃すでにアンチモニーメーカーの加入を強制していた東京輸出金属器同業

組合と並列して存在することで、業界の規律を保った。東京輸出金属器同業組

合は主に製品の意匠管理等による模倣の防止に努めた。一方、東京輸出金属器

工業組合は、これまで同業組合が自主的に行ってきた検品を、国営検査の委託

という形で請け負い、重要輸出品としてのアンチモニー製品の国内外向け全品

の品質に責任を持つこととなった。また、工業組合は最低価格協定を設定した

ほか、原材料や資材の共同購入と割当を担当することとなった。工業組合の結

成の一年後には、組合員数はメーカーの数とほぼ同じ 90 名となった 62。  

時期を同じくして、昭和 10 年、東京のアンチモニー業界と大阪のアンチモ

ニー業界で連帯を図るために「日本アンチモニー工業組合連合会」が結成され

た。これにより、東西で別々に行っていた検品等を同一規格により行うことが

できるようになったほか、検品施設を東京・横浜・大阪・神戸へと拡大するこ

とができた。この頃の大阪の輸出業者は 20 名前後であったという 63。  

戦時下にあっては、東京輸出金属器工業組合は、輸入が許可制となっていた

鉛やアンチモニーの共同購入を始めた 64。輸出量は減少傾向にあったが、組合

により生産体制の維持が図られていたということである。  

しかし、こうした努力がなされたにも関わらず、昭和 15 年の奢侈品等製造

                                                 
61 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：98-101 頁  
62 同上 , 97-127 頁  
63 同上 , 128-129 頁  
64 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：146-155 頁  
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販売制限規則により、アンチモニー製品への鉛の使用や金銀メッキが禁止とな

った。重要資材である鉛の調達は一層困難となったが、ここで業界では内地向

けの製品に関しては制限を設けられるべきではないと考え、東京輸出金属器同

業組合の定款変更により新たに「東京内地金属器工業組合」を設立することと

した。しかし当時の東京府からは、組合員の同質性から新規設立の必要がない

と判断され、結局設立は失敗に終わった 65。  

戦争の激化により、昭和 17 年の企業整備令に基づきアンチモニー産業のサ

プライヤーやメーカーも転廃業を求められた。技術保存を除くすべての企業の

転廃業を決める 66と、東京輸出金属器同業組合・東京輸出金属器工業組合・日

本アンチモニー工業組合連合会も解散となった。解散時の東京のアンチモニー

メーカー数は 89 名であった 67。  

戦後一ヶ月目にして、アンチモニーメーカーは組合の再結成を目指し、アン

チモニー製造業者復興協議会と称する会合を開催し、組合設立委員を選任した。

終戦から二ヶ月が経過した 10 月 15 日には、34 名の組合員で「東京アンチモニ

ー製品同業組合」を発足した。こののちも、組合は新聞広告や都庁に保管され

ている東京輸出金属器組合の名簿や書類を利用しアンチモニー製品製造の関

係者と連絡を取り、産業の復興に努めた。その甲斐もあり、昭和 21 年に入ると

間もなくアンチモニー製品の製造は再開される 68。  

昭和 22 年には、この東京アンチモニー製品同業組合を発展させ、名称を「日

本アンチモニー工業協同組合」として新しい組合を設立した。この組合の結成

にあたっては、組合員資格が資材配給等のために「組合員の資格は鋳型を所有

し、軟金鋳造及鍍金設備を有するものとする。但し専属並びに共同経営の設備

も含むものとする。69」と定められた。当時、金型を所有していた人の内訳は、

                                                 
65 同上 , 155-157 頁  
66 当時、アンチモニー産業における伝統的な生産方法の保存・継承を目的と

した企業のみ存続を認められた。  
67 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会 , 前掲 , 159-179 頁  
68 同上 , 183-190 頁  
69 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：191 頁  
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17 名が組合員資格保有者、起業準備中のものが 15 名、型屋が 2 名、休業中が

9 名であった。組合の設立に際しては、配給資材の割当等の要求を組合の申請

理由書の中に組み込む等、アンチモニー産業への安定的な資材の供給を図った

という記録が残っている 70。  

昭和 23 年、日本アンチモニー工業協同組合は、その名称から全国的統制機

関としてみなされ、GHQ による閉鎖機関令の対象として解散を命じられる 71。

また、組合の交渉や報告の努力も空しく金銀等重要資材の使用に関しても問題

があるとされ、組合財産の差し押さえ等を受ける。しかし、日本アンチモニー

工業協同組合の解散の 5 日後、商工省の指導斡旋によりアンチモニー製品の輸

出機関として「輸出アンチモニー工業会」が設立される。工業会として重要資

材の使用許可要請や管理貿易緩和の陳情運動も行った。また、産業振興のため

に会として東京都工業奨励館で製品の展示会を行った 72。  

翌昭和 24 年になると、中小企業等協同組合法に基づき「輸出アンチモニー

工業協同組合」が設立され、輸出アンチモニー工業会は解散となった。設立に

あたっては、東京都と千葉県の一部のメーカー50 名が参加した。この組合が現

在の東京アンチモニー工芸協同組合の前身であり、平成 15 年に名称を変更す

るまで同一の名称での組合活動が行われた。同組合の活動内容としては、輸出

興隆期の製品検品の実施や専用権・特売権の設定、輸出の停滞後は製造工程の

機械化事業、各種展示会への参加等時代に応じて多岐にわたる。また、名称変

更後の平成 15 年には、かねてより東京都立産業技術研究センターと共同開発

に取り組んでいた錫合金「エテナ」を完成し、特許および商標登録を取得した 73。 

聞き取り調査によると、現在の東京アンチモニー工芸協同組合では、小規模

事業者向けに共済保険の取りまとめを行うなどの活動をしているという。また、

台東区に所有する組合の所有地を駐車場として貸し出し、その利益も組織運営

                                                 
70 同上 , 190-194 頁  
71 同上 , 196-198 頁  
72 同上 , 198-200 頁  
73 東京アンチモニー工芸協同組合「素材説明」(2011)：(2016 年 1 月 11 日) 
http://antimony.or.jp/sozai.html  
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に活用している 74。  

以上より、アンチモニーに関連する組合は親交団体として発足し、その製品

の特徴から、意匠等に関する規定を厳格に定めながら、輸出産業として安定的

に発展を遂げる一助となった。また、戦時下・戦後にあっては前述のような機

能に加え、組合員の生産活動の保全のために政府等との交渉の窓口としても機

能した。輸出の縮小後は、国内市場の開拓や空洞化対策としての機械化事業へ

の挑戦、新素材の開発等、再生産に向けた新たな取り組みを主導する存在とな

っているといえる。  

 

2. 関連五団体  

関連五団体とは、「アンチモニー型工芸組合」・「東京アンチモニー鋳造協同組

合」・「東京アンチモニー器加工組合」・「軟質メッキ文化会」・「東京アンチモニ

ー塗装組合」の総称であり、「東京アンチモニー製造加工連合会」を加えて関連

六団体と称されることもある。関連五団体はすべて、各工程のサプライヤーに

より結成された水平的組織である 75。聞き取り調査によると、以上の団体はい

ずれもすでに活動を休止あるいは機能していない状態であるという 76。以下で

は、各団体が果たした役割を詳述する。  

 

アンチモニー型工芸協同組合 77 

アンチモニー型工芸協同組合は、アンチモニーの鋳造型製造に携わるサプラ

イヤーにより昭和 31 年に設立された。その前身となったのは、彫刻師の親睦

団体であった彫友会と型組合である。発足時の組合員数は、鋳物師 4 名、原型

師 1 名、挽物師 1 名、仕上 20 名、彫刻 22 名であり、その後業界の興隆ととも

に組合員数も増加し、ピーク時には 57 名を数えたが、平成 9 年時点での事業

                                                 
74 聞き取り調査③より  
75 組合 50 周年記念誌刊行会編『輸出アンチモニー工業の歩み  －組合 50 周年

記念誌－』(東京：組合 50 周年記念誌刊行会 , 1999)：235-257 頁  
76 聞き取り調査③より  
77 組合 50 周年記念誌刊行会編 , 前掲 , 239-242 頁  
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者数としての組合員数は、原型師 2 名、鋳物師 2 名、型仕上 7 名、彫刻 9 名で、

その平均年齢は 65 歳であった。また、組合員の中にはダイカスト用鋳型の製

造に移行した者、またアンチモニーメーカーに移行した者もあり、現役で事業

を行っている者は最盛期の 20%程度の人数であるという。  

この会での事業としては、健康保険組合への加入、職業訓練指導員講習の受

講等が挙げられる。同組合は、組合員同士の交流等の目的のほか、サプライヤ

ーの生活面での安定化や、新規のサプライヤーの養成に努めたといえる。  

 

東京アンチモニー鋳造協同組合 78 

東京アンチモニー鋳造協同組合は、鋳造工程を担うサプライヤーの組合組織

である。前身となった東京アンチモニー製造工業協同組合は戦後間もない昭和

23 年に設立され、その後組合活動の動きがなかった葛飾区に葛飾アンチモニー

吹き加工組合が組織された。そののち、昭和 38 年にこれら二団体を含めた鋳

造業者の団体の一本化が行われた。昭和 40 年代の組合員数は 100 名であり、

組合員の工場の従業員を合わせるとその数倍の人数が鋳造に従事していたと

考えられる。  

同組合の事業として、昭和 40 年代から 50 年代にかけての鋳造工場従業員を

対象とした団体生命共済会への加入事業や、産地振興法に基づく鋳造工程の機

械化事業が挙げられる。機械化事業では、作業工程すべての機械化はかなわな

かったが、重量の型の移動等に用いる機械設備等の開発が行われた。しかし、

産地振興法での研究開発費用負担問題により組合員の脱退が相次ぎ、平成 2 年

から清算手続きを開始し、平成 7 年に正式に解散した。平成 9 年時点では任意

団体として継承されており、その組合員数の内訳は焼き吹き 21 名、戻し吹き

10 名であり、アウトサイダー20 名も合わせた平均年齢は 63 歳であった。組合

員のうち、後継者がいる者は焼き吹きで 4 名、戻し吹きで 2 名であるという。  

                                                 
78 組合 50 周年記念誌刊行会編『輸出アンチモニー工業の歩み  －組合 50 周年

記念誌－』(東京：組合 50 周年記念誌刊行会 , 1999)：242-246 頁  



 アンチモニー産業にみる大都市複合型産業集積化による再生産可能性（飯吉佑有）  

- 32 -  

東京アンチモニー器加工組合 79 

東京アンチモニー器加工組合は、サプライヤーのうちまとめ屋の組合組織で

ある。昭和 27 年に荒川支部 14 名、葛飾支部 12 名、墨田支部 14 名の計 40 名

で発足し、最盛期の昭和 46 年には組合員数は 78 名まで増加した。発足時の組

合の目的としては、相互の親睦、生活の安定、加工資材の共同購入、過当競争

の防止、加工技術の向上が挙げられている。実際に、昭和 30 年からはんだ等の

共同購入が行われているほか、昭和 42 年には団体保険に加入するなどの動き

があった。昭和 49 年には過当競争や模造の防止を銘打っているように品質向

上にも積極的であり、その一方でメーカーと工賃是正の協議も行っている。史

料では、メーカーによる他素材の導入により、まとめ屋も他素材製品への対応

を進めることになると結ばれている。平成 9 年の段階での組合員数は 39 名で

あり、そのうち 36 名が現役、平均年齢は 62 歳で後継者がいる者は 1 名である

という。  

 

軟質メッキ文化会 80 

軟質メッキ文化会は、昭和 26 年に発足したメッキ工程のサプライヤーの団

体である。会の事業については史料中に詳述されていないが、昭和 14 年頃に

は 18 軒の工場がアンチモニー関係のメッキ工程を担っていたという。平成 9

年の会員数は 13 名であるが、昭和 36 年頃から亜鉛ダイカストへのメッキを専

業あるいはアンチモニー製品へのメッキと兼業する工場が増えていることが

指摘されており、実際にアンチモニー製品へのメッキ加工を行っている事業者

は会員数よりはるかに少ないことが推測される。  

 

 

                                                 
79 組合 50 周年記念誌刊行会編『輸出アンチモニー工業の歩み  －組合 50 周年

記念誌－』(東京：組合 50 周年記念誌刊行会 , 1999)：246-250 頁  
80 同上 , 251-254 頁  
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東京アンチモニー塗装組合 81 

東京アンチモニー塗装組合は、塗装工程のサプライヤーによる組合組織であ

り、昭和 38 年に発足した 82。同業者の親睦を図るほか、幾分か事業を行ったと

記録があるが、詳細は記されていない。組合員の中には、昭和 25 年頃に新たに

開発された塗装マスク 83を製造する業者が平成 9 年にも 1 軒所属しており、聞

き取り調査から、この 1 軒はまだ事業活動を続けていることが分かっている 84。

平成 9 年時点での組合員数は、塗装マスク製造業者を含め 15 名であるが、ア

ンチモニー業界全体の業績低下、公害対策、設備の老朽化、後継者難等の問題

から、組合は休止状態となっている。メーカーの過当競争も塗装業者に影響を

及ぼしており、低価格化等のために工程の簡素化などが行われているようであ

る。  

 

東京アンチモニー製造加工連合会 85 

東京アンチモニー製造加工連合会は、上述の鋳造・加工・メッキの各団体が

連合して昭和 32 年に発足した。その後、塗装組合が参加して賃加工業の 4 団

体の連合会となった。アンチモニー業界の親睦や模造防止、情報交換、共済運

動を目的として発足したが、昭和 55 年に休会となっている。  

 

以上の関連六団体の動向を踏まえると、各工程においてはサプライヤーの交

流が図られていたことが分かる。まとめ屋への聞き取り調査においても、仕事

                                                 
81 組合 50 周年記念誌刊行会編『輸出アンチモニー工業の歩み  －組合 50 周年

記念誌－』(東京：組合 50 周年記念誌刊行会 , 1999)：255-257 頁  
82 塗装工程自体は明治 30 年代後半であるとされるが、当時はメーカーが自己

作業としてザボンエナメルを用いた塗装を行っていたほかは、ほとんど塗装

の専門業者はなく、独立のサプライヤーが成長するのは第二次世界大戦後で

ある。  
83 昭和 25 年にこのマスクが開発されるまでは、石膏マスクや銅マスクが用い

られていた。  
84 聞き取り調査⑥より  
85 組合 50 周年記念誌刊行会編 , 前掲 , 257 頁  
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量が多い時には複数軒で分担して作業をしたということが分かっており 86、同

一工程内での連繋は重要であったと考えらえる。また、小規模事業者の多いサ

プライヤーにとっては、保険加入等の機能を持たせることも希望されていたよ

うである。  

 

3. 葛飾アンチモニー会 87 

葛飾アンチモニー会は、1991 年に設立された葛飾区内に立地するアンチモニ

ー関連業者を対象とした垂直的組織であり、会員にはメーカーと各工程のサプ

ライヤーが含まれている。設立されてからの日は浅いが、すでに葛飾区の地域

ブランドである「かつしか町工場物語」により会全体としてその技術が認定さ

れている。また、葛飾区の産業振興イベントである「葛飾区産業フェア」にも

会として出展し、アンチモニー製品の認知度の向上に努めている。このように

産業振興活動が盛んな一方で、毎月の会合等会員間の交流も深められている 88。

メーカーからサプライヤーへの直接発注が基本となっているアンチモニー産

業において、事業上のつながりの薄いサプライヤー間での交流を可能にした葛

飾アンチモニー会の設立は新たな取り組みであるといえる。  

 

第 4 節 アンチモニー産業の再生産の歴史 

以上のような歴史と組合の動向を踏まえると、市場の状況という視点からア

ンチモニー産業の再生産の歴史は現在を除いて以下の二つの時期に分類され、

特徴づけられる。  

第一に、産業の勃興からダイカスト鋳造が増加し輸出量が減少し始める前の

                                                 
86 聞き取り調査⑦より  
87 『葛飾町工場物語』(東京：葛飾区・東京商工会議所葛飾支部 , 2011)：86-95
頁  
88 聞き取り調査②より  
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昭和 40 年代前半までである。この時期は、東京都に立地する産地型産業であ

り輸出型産業として、他の輸出型の産地型産業とも共通する特徴を持ち合わせ

ている。そういった中、アンチモニー産業が再生産を遂げたと考えられる理由

は二つある。一点目は、海外市場と国内市場を同時に抱えていた点である。ア

ンチモニー産業は、輸出産業として海外市場を対象に生産活動を行っていたが、

一方で国内市場への供給活動も続けていた。そのため、度重なる為替レートの

変動に際しても、ある程度の規模を保っての生産活動を続けることができた。

また、対象となる海外市場での商品販売が季節性のものとなった時には、閑散

期に国内市場向けの製品を製造するなど、二つの市場を持つことで均整のとれ

た生産活動を行うことができた。二点目は、生産量の増加が起きながらも、他

の工程の積極的な内製化や、一貫した生産体制により肥大化する企業が少なく、

新規参入が中心となって規模が拡大したという点である。この背景には、アン

チモニー製品生産の量的特質とサプライヤーの技術習得期間の二つがあると

考えられる。まず、アンチモニー製品の生産体制は手工業が中心であるために、

量産が難しい。そのため、単独で他の工程を内製化したとしても、量産体制を

構築し安定した収益を上げることは難しい。また、当時のサプライヤーは通常

若い年齢のうちに弟子入りという形で技術の習得を開始していた。そのため、

他工程のサプライヤーにとってお互いに参入障壁が高かったといえる。以上の

二点より、アンチモニー産業は伝統的な技術を用いた産地型産業としての再生

産の特徴と、輸出産業としても特筆されるべき市場の双性により、再生産が可

能であったといえる。  

第二に、ダイカスト鋳造と円高の進行によりアンチモニー製品市場が急激に

縮小した昭和 40 年代後半から近年にかけての時期である。この時期の再生産

の特徴は二つある。一つ目は、市場の急激な縮小により、需要の変化への対応

に際して過当競争が生じ、再生産を困難にした点である。この時期までにアン

チモニーメーカーは各自で特化した市場を持ち合わせていた。しかし、海外市

場の縮小に伴い内需転換を図ったメーカーや、亜鉛ダイカストによる市場の圧

迫を受けたメーカーが、業界内では比較的収益を上げている製品市場に同時に
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流入し、価格競争を図った。これにより、サプライヤーは十分な利益を確保で

きずに苦戦を強いられたほか、アンチモニーメーカーも相互に利益を侵食した。

そのため、この時期のアンチモニー産業は再生産が困難となり、結果、市場の

縮小は加速したといえる。二つ目は、市場の縮小とともに他産業への移行をす

る企業が生じた点である。第 3 章第 3 節にて詳述するが、アンチモニー製品の

生産量が減少したと同時に亜鉛ダイカスト製品が増加し、亜鉛ダイカストでの

製品製造に着手したメーカーやサプライヤーも存在している。こうした企業は、

亜鉛ダイカストが量産を目的とした工法であったことから、亜鉛ダイカスト製

造のみでも十分な利益を確保し、アンチモニー製品の製造を中止している。以

上を踏まえると、この時期のアンチモニー産業は各メーカーが専門とする市場

の偏りによる過当競争や、量産市場へのサプライヤーの流出の中で再生産を行

っていたといえる。つまり、メーカーが専門化している製品市場内での競争の

均整や、アンチモニー製品生産の少量性による残存者利益への訴求力が、現存

するメーカーやサプライヤーが再生産しえた理由であると考えられる。  
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第 2 章 アンチモニー産業の現状 

本章では、産業における二つの史料に加え、葛飾アンチモニー会の会員への

聞き取り調査をもとに、アンチモニー産業の現状を分析する。今回の聞き取り

対象として葛飾アンチモニー会会員を選択した理由は二点ある。第一に、葛飾

区はアンチモニー産業が最も盛んな地域であり 89、アンチモニー関連業者のう

ち半数近くが立地している 90とされ、再生産構造の把握に適していると考えた

からである。第二に、垂直的組織としてあらゆるサプライヤーとメーカーにア

プローチが可能であったことである。  

第 1 節 産業構造 

本節の前半では、現在のアンチモニー産業内の構造を、企業系統、製品を製

造しているサプライヤー、販売先・需要、代替品の 4 つの視点から分析する。

また、本節の後半ではアンチモニー産業を取り囲む外部環境として、東京とい

う大都市における産業構造の中でのアンチモニー産業の位置づけを考察する。 

まず、アンチモニー産業内部の構造である。第一に、企業系統としては、①

市場と供給者の中間に立っている問屋制商業資本としてのメーカー、②製品を

メーカーへ発注・購入し、消費者へ販売している卸問屋、③メーカーからの注

文を受けて生産活動を行うサプライヤーの三つの系統が存在している 91。第二

に、サプライヤーはメーカーからの注文をもとに生産活動を行い、各サプライ

                                                 
89 組合 50 周年記念誌刊行会編『輸出アンチモニー工業の歩み  －組合 50 周年

記念誌－』(東京：組合 50 周年記念誌刊行会 , 1999)：40 頁  
90 『葛飾町工場物語』(東京：葛飾区・東京商工会議所葛飾支部 , 2011)：87 頁  
91 輸出アンチモニー工業協同組合沿革史編纂委員会『輸出アンチモニー工業

八十年史』(東京：輸出アンチモニー工業協同組合 , 1962)：103 頁においては 3
つの系統が並列的に紹介されているが、聞き取り調査を踏まえると、現状と

しては 3 つの系統が上述のように複合的に存在しているという意味であると

解釈するのが妥当であると判断した。  
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ヤーは複数メーカーと同時に取引している。原料である鉛、アンチモン等の金

属は基本的に古くから中国からの輸入に頼っている。この輸入金属を、地金屋

が鋳造方法に合わせて製錬し、メーカーからの発注に応じてサプライヤーへと

供給している。各サプライヤーへは、メーカーが直接各工程の発注をかけ、直

列的な取引ではなく各工程が並列した状態になっている。第三に、需要と販売

先である。現在アンチモニーが使用されている製品の種類は、テーブルウェア、

宝石箱、トロフィー・カップ、メダル、置物、神仏具等多岐にわたるが、その

中でも特に多いのがカップ、トロフィーやメダルといった記念品である。商品

は各製品を専門的に扱う卸問屋、例えば徽章問屋などへと卸され、そこから消

費者へと販売される。この問屋には、当初はメーカーとして事業を行っていた

ものが、販売機能のみに特化して問屋となったものも含まれている。メーカー

は、同時に複数の卸問屋と取引をしているが、その対象となる製品市場は基本

的に単一あるいはごく少数である。最後に、代替品としては亜鉛ダイカスト、

プラスチック、ラバーキャスト等の量産向けの素材・生産方法が存在している 92。

ここで特筆すべきであるのが、これらの代替品を専門に扱っているメーカーが

存在している一方で、アンチモニーメーカーと称される企業もまた代替品素材

を選択して製品の生産を行っているという点である 93。  

以上の市場環境を、一メーカーを中心として図に表したものが以下の図  2 で

ある。以下の図で注意すべきであるのが、地金屋・鍍金屋・塗装屋・包材取扱

企業といったいくつかのサプライヤーは、アンチモニー関連企業群に属しなが

ら他の産業の一部を形成しており、場合によっては並列している亜鉛ダイカス

トやプラスチック関連企業群に属しているという点である。また、下図におけ

る製品市場 A に特化するメーカーは複数存在する場合もあるが、各メーカーと

サプライヤーとの関係性は同様である。  

 

                                                 
92 聞き取り調査③より  
93 聞き取り調査③・⑰より  
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図  2 一アンチモニーメーカーにみるサプライヤーの複合性  

 
出典 : 聞き取り調査・史料より筆者作成  

 

 

次に、東京という大都市におけるアンチモニー産業の位置づけを図解する。

その上で、アンチモニー産業を取り巻くサプライヤーの環境がどのように表現

されるかという問題と、複合的に存在するサプライヤーに対し、需要はどのよ

うに複合的に存在しているかという問題の 2 点に分ける。  

第一に、上述のサプライヤーの複合性を考慮すると、アンチモニーのサプラ

イヤーを取り巻く東京都の産業構造は以下の図  3 のような山地構造で表現で

きる。図では便宜上平面的に表現したが、実際の東京全体でのサプライヤーの

複合性は、複数の山を四方に張り巡らせたような形状にもなりうる。各産業の

共通の裾野部分には、どの産業においても共通的に利用される工程として、塗

装工程や包材取扱企業を据えた。亜鉛ダイカスト産業とアンチモニー産業に共

通し、プラスチック産業には当てはまらない工程として、地金屋・加工工程・

研磨工程・メッキ工程を、山の中腹の共通部分に据えた。聞き取り調査では、
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これらのサプライヤーの多くがアンチモニー産業のみと接点を持っていたが 94、

アウトサイダーの存在と工程の特性を考慮し、この位置としている。なお、プ

ラスチック産業についてはアンチモニー産業との共通部分が少ないため図で

は産業内部のサプライヤーについては簡略化している。山の頂上近くの、他の

産業と共通しない工程として、鋳型の製造工程と鋳造工程を据えている。他の

産業との共通項を複数産業にわたり分析していくと、この図を用いて東京都全

体の産業構造の把握ができると考えられる。  

 

図  3 アンチモニー産業を中心とした東京のサプライヤーの複合性  

 
出典 : 聞き取り調査・史料より筆者作成  

 

 

第二に、需要が複合的に存在している状況を図  4 に示した。下部の凹系の部

分はさまざまな需要がプールされている湖あるいは海のような状態であり、ア

ンチモニーメーカーは各市場からまとまった量の需要とともに、残存者利益と

なる需要も吸い上げ、雲を形成しているというイメージである。図では便宜上

                                                 
94 聞き取り調査④～⑦より  
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2 つの市場のみを枠で囲っているが、実際にはより多くの市場が存在しており、

同時に市場に対応するアンチモニーメーカーも存在する。各メーカーは特定の

市場に特化しているため、例えば市場 A に特化したメーカー𝑎𝑎1であれば、市場

内の複数の問屋のそれぞれからまとまった量の受注である需要𝐴𝐴′1～𝐴𝐴′𝑛𝑛と、同

時に各問屋で少量ずつ発生する残存者利益としての需要𝐴𝐴′′1～𝐴𝐴′′𝑛𝑛を同時に吸

い上げている状態となっている。  

 

図  4 需要の複合性とアンチモニーメーカー  

 
出典 : 聞き取り調査・史料より筆者作成  

 

 

以上二点を踏まえ、最後にアンチモニー産業の構造をサプライヤーの複合性

と需要の複合性の双方を含めて図示したものが図  5 である。図  5 においては、

図  4 で表現されたメーカーによる複合的な需要の吸い上げが、図  3 において

複合的なサプライヤーの利用を通じて分配される手順を示している。ここでも

便宜上 A と B の二つの市場のみを表示している。まず、手順①によりメーカー

は顧客である問屋の需要を吸収する。次に、手順②と③によりメーカーはさま

ざまな産業を俯瞰し、その需要を雨として降らせる産業(山)を決定する。そし
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て手順④では、その雨に応じて製品が完成するという形であり、この製品の完

成を木であらわしている。  

図においてアンチモニー産業は、A の残存者利益と B の残存者利益の両方を

享受しており、一つ一つの市場の持つ意味が薄くなっている。つまり、仮に 1

つの市場からの需要の雨がなくなったとしても、他方の需要の雨により製品の

生産は行われるということである。この点がアンチモニーのサプライヤーにと

っての需要の複合性を作り出し、多様な市場と接点を持った状態での生産活動

を可能にしている。また、山の下層部になるほど、他産業からも利益を享受で

きるようになるため、一つ一つの産業が持つ意味が薄れる。つまり、仮に 1 つ

の産業を通じた生産活動が停滞しても、全体としては再生産が可能であるとい

うことである。これは、東京都が需要の集積地であるとともに、多様な産業の

集積地であったために起こりえた状況であるといえる。  

 

図  5 アンチモニー産業にみる複合的サプライヤーへの複合的需要の分配  

 
出典 : 聞き取り調査・史料より筆者作成  
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第 2 節 産業の構成員 

本節の前半では、今回聞き取り調査を行った対象である葛飾アンチモニー会

の会員数の動向から考えられるアンチモニー産業の現状を分析する。後半では、

第 1 章第 1 節において紹介したアンチモニー産業のメーカー・各サプライヤー

が置かれている環境を個別に分析する。  

 

1. 葛飾アンチモニー会の会員数にみるアンチモニー業界の現状  

まず、葛飾アンチモニー会の工程別の会員数の動向を以下の表  1 に示す。以

下の会員の減少の原因を 4 点の視点から分析する。なお、名簿によると 2000 年

から 2015 年にかけて新規の入会者は存在しないが、この間に入会し退会した

ために名簿に表れていない企業・会員がいたかどうかは不明である。  

一点目は、単なる市場の縮小に伴う廃業である。アンチモニー産業を担うメ

ーカー・サプライヤーの多くは中小零細企業であり、高齢化や後継者不足によ

り今後廃業してしまう可能性である。東京アンチモニー工芸協同組合に所属す

る 31 社のメーカーのうち、後継者がいるのは 5-6 社、事業を次世代で継続する

意志のある企業は後継者がいる企業を含めて 10 社程度であるという 95。こうい

った状況から判断して、いくつかの工程において 15 年間に後継者がおらず廃

業したメーカー・サプライヤーが存在する可能性は十分に考えられる。また、

鍍金工程の現会員の 1 名は、すでに廃業したものの籍のみ残している状態であ

り、もう 1 名はアンチモニー製品へのメッキ加工は現在受注していないことが

判明している。  

二点目は、事業の転換によりアンチモニー産業を離れた可能性である。特に

会員数が半減したメーカーは、アンチモニーだけでなく亜鉛ダイカスト等他の

素材を利用する企業へと転換し、葛飾アンチモニー会への所属の必要がなくな

ったために離籍した可能性も考えられる。このことは、現在葛飾アンチモニー

                                                 
95 聞き取り調査③より  
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会に在籍しているメーカーの中には、すでにアンチモニーの利用をやめ、特に

亜鉛ダイカストなどの素材の利用に完全に移行している企業も存在している

ことからも示唆される 96。  

三点目は、高額な設備投資が必要な場合に、新規設備の導入や改装を諦め廃

業する場合である 97。特に鍍金工程では、排水等に関する法制度が厳格化し、

対象施設は設備の交換等に際しては都道府県知事への届け出が必要である 98ほ

か、都道府県別に排出できる有害物質の汚濁負荷量の総量規制が定められてい

る。東京都では、改正水質汚濁防止法の適応対象外である小規模事業者に対し

ても、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第

215 号)に基づき濃度規制が徹底されている 99。こういった環境面の変化も、各

工程の再生産を難しくしている要因の一つであると考えられる。  

四点目は、葛飾アンチモニー会に所属する必要性が高くないことである。特

にサプライヤーは、メーカーとの取引が維持されれば、他の工程を担うサプラ

イヤーとの関わりは事業上必要ない。そのため、会から除籍してもなお生産活

動を続けているサプライヤーが存在していると考えられる。聞き取り調査によ

ると、会に所属していないアンチモニー関連業者は存在しており、会員のいな

い原型・研磨工程や、実質的に会員がアンチモニーへのメッキ事業を行ってい

ない鍍金工程も、後継者不足等の問題を抱えてはいるものの現状としては生産

者がいるようであった 100。  

 

 

                                                 
96 聞き取り調査①・⑱より  
97 聞き取り調査⑱より  
98 改正水質汚濁防止法(平成二六年六月一八日法律第七二号)第六条・第七条  
99 『東京湾における東京都の化学的酸素要求量、チッソ含有量及びりん含有

量に係る送料削減計画』(東京都環境局 , 2006)：(2016 年 1 月 11 日) 
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/attachement/siryou3-soukai-070326.PDF 
100 聞き取り調査④・⑧・⑱より  
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表  1 葛飾アンチモニー会の会員数の工程別動向  

 
注 :複数工程を担当する企業が存在するため、会員数と表中の数字の合計は一致しない。  

出典 : 葛飾アンチモニー会名簿より筆者作成  

 

2. 工程別構成員の現状  

以下では、メーカーと各サプライヤーが置かれている環境や所属する産業環

境について個別に分析する。  

 

メーカー  

各メーカーは、それぞれ得意とする製品分野を持っており、それぞれの市場

で卸売りをする問屋を複数顧客に持つ。そして、顧客の注文の内容や製品のデ

ザインに応じ、用いる素材や製造工程を決定し、各工程へ発注する。特にアン

チモニーを選択する場合は二通りあり、①少量の生産である場合と②デザイン

に特徴があり、他の製造方法が難しい場合である。特に②の場合には、細微な

模様の製品を製作する場合のほかに、通常のダイカストの型等では抜けない形

状の製品を作る場合が含まれる。通常のダイカスト型では抜けない製品も、ア

ンチモニーに特徴的である戻し吹きの型を用いると鋳造が可能な場合がある。

戻し吹きの型の特徴については、後述の通りである。また、戻しぶきの型を用

いても抜けない形状のものは、亜鉛ダイカスト等では溶接が必要になるのに対

し、アンチモニーであれば焼き吹き等の部品と組み合わせてデザインし、それ

をまとめ屋ではんだ付けすることができる。  

また、競合する存在としては、亜鉛ダイカストやラバーキャスト、プラスチ

ックといった量産製品向けの素材を扱うメーカーである。ただ、前述の通り、

こうした新素材や新しい製造方法を専門的に用いるメーカーも存在し、脅威と
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なっている一方で、アンチモニーメーカーも顧客である問屋からの要望に応じ

て新素材等を扱うサプライヤーに製造を委託する場合もあるほか、自ら量産製

品を専門としたメーカーに形態を変える場合もある。聞き取り調査によると、

アンチモニーメーカーとして製品の取り扱いを続けている企業は概ね取扱量

の 4 割から 6 割程度乃至は 9 割近くをアンチモニー製品としている。一方で、

4 割以下の取り扱いでアンチモニーメーカーとして営業している企業は確認で

きず、それ以下だと亜鉛ダイカストのみの取り扱いなどに完全に移行している

ケースが確認されている 101。  

地金屋  

地金屋は、メーカーからの注文を受けて鋳造方法に合わせアンチモニーを製

錬し、吹き屋へ直接納入するという構造を持つ。ただし、地金屋は鉛とアンチ

モンの合金を全般的に扱っており、その用途は工芸品のみならず多岐にわたる。

そのため、地金屋はアンチモニー産業内でサプライヤーの一つとして機能して

いる一方で、自身も市場と直接取引を行っている。工業製品としては例えば各

種製品に使用される錘、一般消費者向けとしては美術大学生や個人の創作活動

用の鉛合金等が挙げられる。こうした現状を踏まえると、地金屋にとってアン

チモニー産業は重要な取引先であるが、その他にも販路が拡大されており、現

状として再生産は十分に可能である様子が見て取れる。  

 

原型師・彫刻師・鋳型師  

原型・彫刻・鋳型工程は、後継者不足もあり生産者が減少しているため、ア

ンチモニーメーカーは型を新しく作ることが難しくなっている。その背景には、

アンチモニー産業の縮小に伴うアンチモニー製品用の型への需要の減少が挙

げられる。葛飾アンチモニー会への所属はないものの、少数ながらサプライヤ

ーは存在しているようである 102が、工程の代替化も同時に進んでいるというこ

とが、メーカーへの聞き取り調査で判明している。例えば、機械で型を仕上げ

                                                 
101 聞き取り調査①・③・⑧・⑰より  
102 聞き取り調査⑧より  
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るといったことである 103。  

 

吹き屋  

鋳造工程には大きく分けて 4 通りあり、それらは焼き吹き、戻し吹き、地金

吹き、冷吹きである。それぞれの鋳造方法には特徴があり、製品の形状等に応

じてメーカーが選択することで住み分けができている。焼き吹きは型を竈で地

金が溶けて流れる温度まで温め、そこに地金を流し込むとともに水槽につけて

冷やし固めていく工法であり、カップなどの 2 枚の型で抜ける製品に主に用い

られる。冷吹きは焼き吹きの工法のうち水で冷やし固める工程を除いたもので

ある。地金吹きは型を加熱する際に湯(溶かした地金)の上に型を浮かせて地金

の熱で加熱する以外は焼き吹きと同じ工程であり、湯の上に浮かべられる平た

い型の製品、例えばメダルなどの製造に用いられる。戻し吹きはいくつかの型

を組み合わせ、その型に地金を流し込んで数秒から数十秒置いた後、型を逆さ

にして固まっていない地金を取り出すと、型に固まった地金が貼りついて残る

という仕組を利用した工法である。用途としては、大きいトロフィーの人型の

飾り部分など中を空洞にすることで軽量化と低価格化を図ることのできる製

品が挙げられる。以上の工法のうち、現在では、焼き吹きと戻し吹きが主流と

なっている。焼き吹き・戻し吹きのサプライヤーとも受注する製品のほとんど

がアンチモニーであるが、焼き吹きでは錫や錫合金であるエテナの製品を扱う

こともあるという。また、戻し吹きでは、エテナや亜鉛の製品を製作すること

もあることが聞き取り調査で分かっている 104。  

また、鋳造工程を担うサプライヤーは、同時に複数メーカーから異なる製品

の注文を受けているため、その製品分野は多岐にわたる。その一方で、焼き吹

きでは鋳造方法の同質性から、異なるメーカーから受注した異なる形状の製品

であっても、地金の固まる時間等が同じであれば、一方の金属を加熱する間に

もう一方を鋳造するという形で同時に鋳造することもあるという。戻し吹きの

                                                 
103 聞き取り調査③より  
104 聞き取り調査④・⑤より  



 アンチモニー産業にみる大都市複合型産業集積化による再生産可能性（飯吉佑有）  

- 48 -  

場合は型の温めが不要であるため、一つの型を連続して用いて生産が行われる

が、同時に複数製品の受注がある点は同じである。  

 

まとめ屋  

まとめ屋は、吹き屋で製作された部品のバリ取りや組み立てを自作の道具等

を用いて行う。組み立てにははんだ付け等が行われるが、はんだ付けは汎用性

が高く、真鍮等の製品であってもまとめることが可能であるという。しかし現

状としては、まとめ屋が受注している製品もほとんどはアンチモニー製品であ

ることが分かっている。はんだ付けの方法は各サプライヤーによって異なり、

例えばガスバーナーではんだを溶かすガス吹きや、加熱したコテにはんだをつ

けるコテ付けなどが挙げられる 105。  

葛飾アンチモニー会での会員数の減少が 15 年間で見られなかった工程であ

るが、後継者不足が深刻な問題であることが聞き取りで判明しており 106、再生

産が難しい工程の一つであるといえる。  

 

磨き屋  

磨き屋は、組み立てられた製品の表面をバフで磨き上げ、メッキの乗りを良

くする役割を持つ。銀製品等の模倣が発端であるアンチモニー製品においては、

メッキの仕上がりは製品の価値を決める重要な要素であり、その前工程である

磨き工程も同様に重要であるという。しかしながら、磨き屋も後継者不足によ

りサプライヤー数は減少しており、会に所属はしておらず細々と事業を継続し

ている状況にあるという。  

 

鍍金屋  

メッキ工程は、上述の通りアンチモニー製品の価値を決める工程の一つであ

る。聞き取りによると、アンチモニー製品は鉛を含んでいるためにメッキ等の

                                                 
105 聞き取り調査⑦・⑪より  
106 聞き取り調査⑦より  
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塗装工程を経てから出荷するようにとの通達が経済産業省から出ているとの

こと 107で、その意味でも鍍金工程はアンチモニー製品には欠かせないものとな

っている。その一方で、メッキ工程はアンチモニー製品のみならず多様な金属

製品に施されており、アンチモニー製品のメッキ加工を担っているサプライヤ

ーは、同時に複数メーカーから受注しているとともに、他の工業製品へのメッ

キ加工も受注している 108。アンチモニー製品はロット数が小さいために、アン

チモニー製品へのメッキ加工を専門的に行っているサプライヤーは 1-2 軒程度

であるということだが、メッキ工場という意味では都内に構える基盤は非常に

大きなものとなっている。サプライヤー数の減少に伴い、メッキ工程が塗装工

程での蒸着メッキで代用されているようであるということも聞き取れた 109が、

定かではない。  

 

塗装屋  

塗装工程は、メッキ工程ののちに施される工程であり、アンチモニー製品に

特徴的なマスキング手法を用いた彩色加工 110や、メッキの腐食を防ぐコーティ

ングを施している。今回聞き取りを行った塗装工程のサプライヤーは、受注し

ている製品の 9 割以上がアンチモニー製品であるということであったが、塗装

工程自体は非常に汎用性が高く、塗装を施す製品が金属かプラスチックかによ

って使用する塗料は異なっているものの、塗装方法は同じであるという。市場

の製品をみても、亜鉛製やプラスチック製の製品にも彩色塗装が施してあるこ

とは言うまでもない。葛飾アンチモニー会に所属している塗装屋は 1 軒のみで

あるが、アウトサイダーの存在も確認された 111ほか、上述のように汎用性が高

く、基盤自体は広い工程である。   

                                                 
107 聞き取り調査⑩より  
108 聞き取り調査③より  
109 聞き取り調査⑱より  
110 吹き付ける色ごとに異なるマスクを作成し、それらを用いて製品の彩色を

塗り分ける方法で、宝石箱等によく用いられる手法である。このマスクを製

作できるサプライヤーは現在 1 名のみであるという。  
111 聞き取り調査⑥より  
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包材取扱企業  

包材取扱企業は、完成した製品を収納する箱等を製作する企業であり、包材

をメーカーに直接納入している。箱に入れる商品に応じて大きさを変えること

もできるほか、マークなどを箱に印字することも担っている。包材取扱企業の

取引先はアンチモニーメーカーにとどまらず、財布や時計等他の工芸品・日用

品の梱包に使う箱も卸しているという。今回聞き取りを行った企業では、アン

チモニー製品向けが以前は 7-8 割であったところから現在は受注の 5 割程度と

なっているが、他のサプライヤー同様さまざまな市場分野の製品を扱うメーカ

と接点を持っており 112、単一メーカーへの依存度が低いという意味でも再生産

の可能性は高いといえる。  

第 3 節 メーカーの役割と特徴 

第 1 章第 1 節で述べた通り、アンチモニー産業において、それぞれのメーカ

ーは独自に単一あるいは少数の製品分野のデザイン等に特化し、その製品を販

売する問屋を複数顧客に抱えている。そして、顧客である問屋からの注文の内

容や製品特性・発注量に応じて複数ある素材の中から製品に使用する素材を選

択し、製造の各工程を個別にサプライヤーに委託するという方法でサプライヤ

ーと問屋を仲介する役割を担う。この複数カテゴリーのサプライヤーと単一種

類の製品市場をつなげる役割を、ここではコーディネート機能と呼ぶことにす

る 113。このコーディネート機能で特徴的であるのが、①メーカーは単一あるい

は少数の製品分野に特化していながら、利用するサプライヤー系統はアンチモ

ニーに限らず多様である点、②メーカーがサプライヤーに発注する際の構造は、

                                                 
112 聞き取り調査⑮より  
113 序章において示した、髙岡氏により定義された大田区におけるコーディネ

ート機能との違いは、①メーカーは多様な市場とつながっていること、②コ

ーディネーターとサプライヤーの関係は重層的な下請構造ではないこと、③

機械生産ではないためにサプライヤー間の生産の無差別性は仮定されないこ

となどが挙げられる。  
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都市型工業集積にみられる重層的な下請構造ではなく、それぞれの工程が直接

コーディネーターであるメーカーにより発注され、工程間の製品輸送もメーカ

ーが担っているという点である。以下では、これら 2 点の特徴がどのような存

立条件により成立しているのかを考察する。  

第一に、メーカーが単一あるいは少数の製品分野に特化しながら、その利用

する素材・サプライヤーは多様であるという点である。この特徴が成立しえた

理由は大きく分けて 2 つある。1 点目は、アンチモニー産業が都市型の地場産

業として誕生した一方で、需要構造の変遷に伴いその製品分野を多様に変化さ

せ、各市場での残存者利益を獲得してきたという点である。多くの産地型産業・

地場産業は、その立地条件が単一型であるか複合型であるかに関わらず、おお

むね単一市場を対象とし、単一素材を用いて生産活動を行っている。その一方

で、アンチモニー産業のメーカーは工芸品分野において各製品に特化し、その

製品でのバリエーションの確保のために多様な素材・生産方法を用いたため、

その多様なバリエーションの一つとしてアンチモニーを利用し続けた。特にア

ンチモニーは、その生産の少量性などからダイカスト製造等の大量生産法では

カバーできない 114市場を担う形で残存者利益を確保した。2 点目は、サプライ

ヤーは、各製造工程に特化していたため、需要の変化ひいてはメーカーからの

受注内容の変化に直面しても、ほぼ同じ生産体制を維持することができたとい

う点である。アンチモニー製品を取り扱うメーカーの取引する市場は需要の変

遷に伴い多様化し、その発注する製品分野も同時に多様化した。その結果、ア

ンチモニー産業のサプライヤーは複数市場の残存者利益を同時に得ることで

量的規模を一定程度維持することができた。これら 2 点のメーカー側の事情と

サプライヤー側の事情が同時に発生したことが、サプライヤーに複数市場の残

存者利益をもたらし、メーカー側も市場の需要に応える生産体制を維持するこ

とができる大きな理由となっている。  

第二に、各工程がコーディネーターであるメーカーによって各サプライヤー

                                                 
114 大量生産法では対応できない少量の需要を持つ市場が存在していることを

指す。  
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に個別に発注されているという点である。この特徴が成立しえた理由は主に三

点である。一点目は、アンチモニー産業が素材で規定された集積であり、製品

分野や製品ごとの製造方法の組み合わせが多様であったため、単なる垂直的で

重層的な下請構造により同一の製造方法で画一的な生産が行えなかったこと

である。メーカーは特定の製品分野に特化してはいるものの、分野によっては

その装飾方法や加工手順はさまざまである。製品ごとに必要かつ最善な工程・

サプライヤーのみを経て生産を行おうとすると、各サプライヤーが個別に下請

先を抱えて製造工程を発注するという体制はメーカー・下請下層部のサプライ

ヤー双方にとって安定性に欠く。二点目は、アンチモニー産業のメーカーと各

サプライヤーが地理的に近接して存在していたため、メーカー自身により各工

程を直接管理することが可能であった点である。画一的で設計図に基づく製品

を生産する業種であれば、重層的な下請構造の下層部においても元請の注文す

る製品を忠実に製造・納品することができる可能性が高い。しかし、アンチモ

ニー製品のような受注生産を基本とする工芸品分野では、注文者である問屋と

その製品の企画者であるメーカーからの直接の指示や管理の届く範囲内で製

造することが、製品の質を保証する上で重要であった。三点目は、サプライヤ

ーは同時に複数メーカーから製造を受注し、次の工程の担当者も毎回同じとは

限らないためである。各サプライヤーは、製品がどの段階で完成するか、また、

どの工程を経て完成されるかを知らず、そのために自身の裁量で下請への発注

をすることが不可能であった。  

以上のように、アンチモニー産業においてメーカーは顧客の需要に応じて供

給をコーディネートするとともに、需要に対応した製品を生産するためにサプ

ライヤーの組み合わせをコーディネートしているという役割を担う存在であ

る。  
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第 3 章 アンチモニー産業の可能性と限界 

本章では、前章までで分析したアンチモニー産業の現状をもとに、アンチモ

ニー産業の再生産を可能にした特徴と、アンチモニー産業の再生産可能性を分

析する。  

第 1 節 アンチモニー産業の特色 

前章までの分析を踏まえると、アンチモニー産業を特徴づける点は大きく三

点に分けられる。それは、①アンチモニー産業は多様な市場とのつながりを持

っている点、②アンチモニー産業における生産活動は、メーカーによってコー

ディネートされている点、③アンチモニー産業においては社会的分業体制が維

持されている点である。以下では、この三点が成立し得た理由を分析する。  

第一に、アンチモニー産業は各市場への供給量は微細ながらも多様な市場と

接点を持っているという特徴である。この特徴を形成する要因は三つある。一

つ目は、アンチモニー産業が素材により規定された集積であるという点である。

産地型産業の多くは、製品分野で規定された集積であり、その対象とする市場

は単一である。しかし、アンチモニー産業の場合は共通する素材を用いる産業

として集積を形成したため、需要の変化に際して汎用性が他の産業と比べて高

かったといえる。二つ目は、アンチモニー産業のサプライヤーが製品ではなく

工程に特化しているという点である。これは、一つ目の要因と同様に、アンチ

モニー産業の柔軟性を示しているといえる。また、通常であれば生産において

は規模の経済が働くために小ロットでの生産は不利となるが、手工業であり量

産が難しかったこととロット数が小さくとも同一工程の製品としてまとまっ

た量が確保されたことから利益を妨げなかった。これらの供給側の汎用性によ

り需要の多様化への対応が可能であったことから、アンチモニー産業は多様な

市場と関わっているといえる。  



 アンチモニー産業にみる大都市複合型産業集積化による再生産可能性（飯吉佑有）  

- 54 -  

第二に、アンチモニー産業における生産活動はメーカーによりコーディネー

トされているという点である。つまり、すべてのサプライヤーはコーディネー

ターであるメーカーの下に並列関係であり、サプライヤー間の下請構造はない

ということである。これを可能にした要因は、第一の特徴である市場の多様性

と、それに伴うサプライヤーの複合的利用の必要性である。各メーカーは、そ

れぞれ特化している市場における需要を把握し、さまざまな製品を企画・製造

している。また、その製造工程は製品分野によっても異なるため、サプライヤ

ーにとっても工程を管理する存在としてのメーカーの存在が重要であった。  

第三に、アンチモニー産業において社会的分業体制が維持されている点であ

る。これを可能にした要因は二つに分けられる。一つ目は、資源面等での限界

による工程の内製化の不可能性である。アンチモニー産業のサプライヤーの多

くは家内制手工業あるいは自宅に作業場を併設しての生産を行っている。した

がって、設備の拡大による内製化が難しかったことが挙げられる。また、各工

程は高度に専門化されており、一朝一夕に内製化できるものではなかったとい

うこともいえる。二つ目は、サプライヤーの複合性に起因する内製化の非効率

性である。アンチモニー製品の生産に当たっては、複数のサプライヤーが多様

な組み合わせで利用される。そのため、製品市場で規定される集積と異なり、

各サプライヤーにとっての前後の工程も異なっている。すなわち、ある工程の

内製化を行ったとしても、自社がもともと担っている工程が受注した製品が必

ずその工程を通過するとは限らないため、少量生産という状況にあっては内製

化を行うことは合理的でなかったと考えられる。また、東京都という多様な産

業の集積地にあっては、メッキや塗装といった基盤の広い産業が残存し、かつ

高度に専門化した技術を広く提供している。そのため、こうした工程について

は特に、内製化をせずともサプライヤーが十分に存在しており、かつ外部の組

織に委託する方が効率が良かったために内製化が起きなかったと考えるのが

妥当である。  

以上のように、アンチモニー産業は多様な市場との接点を持つという特徴を

踏まえ、メーカーによるコーディネートを可能にし、社会的分業体制を維持し
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ながら、独自の特色を築いてきたといえる。  

第 2 節 アンチモニー産業の再生産の現状 

本節では、アンチモニー産業が再生産している現状を踏まえ、どういった要

因で再生産が可能になっているのかを分析する。ここで、再生産を可能にして

いる要因を二つに大別する。一つ目は、アンチモニー産業の従事者が再生産を

目的として自ら行動している内的要因である。二つ目は、アンチモニー産業の

従事者による努力や行動とは無関係に再生産を必然化している外的要因であ

る。以下では、内的要因と外的要因のそれぞれを分析する。  

第一に、内的要因である。内的要因で特に大きいと考えられるものを三つ挙

げる。一点目は、垂直組織の結成による産業内での交流と産業活性化である。

アンチモニー産業が最も活発であり 115、アンチモニー関連業者のうち半数近く

が立地している 116とされる葛飾区で、葛飾アンチモニー会のような垂直的統合

組織を結成し、メーカーとサプライヤーの連携を図る行動は、すべてのサプラ

イヤーが並列的であり取引関係を持たなかったアンチモニー産業では特筆す

べき行動である。直接的な利益や新規の顧客開拓をもたらす可能性は分業体制

が維持されている現在では低いと考えられるが、関連五団体が活動を休止した

という環境にあっては、サプライヤーの廃業を食い止めるための動きとして強

力であると考えられる。また、葛飾アンチモニー会は、葛飾区内の産業振興イ

ベント等にも参加しており、会を挙げてアンチモニー産業の普及に力を入れて

いることからも、再生産を目的とした団体であるといえる。二点目は、工程の

代替化である。アンチモニー産業が抱える深刻な問題の一つとしてサプライヤ

ーの後継者不足が挙げられるが、メーカーはサプライヤーの不足している工程

を他の工法等を用いて代替している。また、三点目として、メーカーの水平的

                                                 
115 組合 50 周年記念誌刊行会編『輸出アンチモニー工業の歩み  －組合 50 周

年記念誌－』(東京：組合 50 周年記念誌刊行会 , 1999)：40 頁  
116 『葛飾町工場物語』(東京：葛飾区・東京商工会議所葛飾支部 , 2011)：87 頁  
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組織である東京アンチモニー工芸協同組合は、アンチモニーに代わる新素材と

して、毒性の心配される鉛を使用しない錫合金のエテナの開発を進めている。

エテナに関しては本章第 3 節にて詳述するが、エテナ製品は研磨での鏡面仕上

げのみでよく、メッキが必要でないという特徴を持つ 117。メッキ工程は、葛飾

アンチモニー会の会員の現状からも見て取れるように、サプライヤーが不足し

ていると考えられる工程の一つであり、新素材の開発により、産業内では空洞

化が進んでいるメッキ工程を使用せずに現在再生産されている他の工程を今

後も再生産できる可能性がある。  

第二に、外的要因である。外的要因の主なものは四つある。一つ目は、アン

チモニー産業は残存者利益を享受している産業であるということである。かつ

ては輸出や国内市場で栄えた産業のうち、アンチモニー産業はその生産の少量

性から、量産化された生産市場では対応されなかった需要に訴求することで、

小さいながらも安定的な需要量を確保しているといえる。二つ目は、その残存

者利益を複合的に享受しているため、特にサプライヤーの再生産が他の産業と

比較しても容易であったという点である。単一市場のみとつながる産地型産業

や、重層的な下請構造にあっては、元請の特化している市場の縮小等の影響を

大きく受けやすい。その一方、アンチモニー産業のサプライヤーは、同時に複

数市場からの生産を受注しているため、仮に一つの市場からの需要が途絶えた

としても、他の市場からの利益を享受できるため、市場の縮小や崩壊と共倒れ

になりにくいといえる。三つ目は、内的要因の二点目と三点目にも関連するが、

メーカーがコーディネーターとして機能していたために、空洞化に対して強い

産業でありえたという点である。メーカーは、サプライヤーを複合的に利用す

る上で、再生産の不可能性や後継者不足を事前に予期できる状況にある。その

ため、サプライヤーの不足に応じて代替できる工法を探すことや、不足してい

る工程を必要としない生産体制への移行を計画することができた。四つ目は、

本章第 1 節で述べた理由によりアンチモニー産業においては分業体制が維持さ

                                                 
117 聞き取り調査⑬より  
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れていたということである。重層的な下請構造にあっては、同質性を伴う中小

企業は競争関係に置かれる 118が、分業体制が維持されている限りにおいては、

各工程間での競争関係は起きないために、サプライヤー間の競争関係による企

業数の減少が起きにくかったといえる。  

以上のように内的要因・外的要因を分析すると、内的要因が他の産地型産業

や都市型産業での取り組みの典型と大きな差がない一方で、外的要因は、アン

チモニー産業が産地型産業にも都市型産業にも分類され得ないと結論付けら

れる特徴を形成している。  

第 3 節 アンチモニー産業の可能性と限界 

本節では、前節までのアンチモニー産業の現状を踏まえ、今後のアンチモニ

ー産業の可能性と限界について論じる。その上で、特にどういった場合にアン

チモニー産業の再生産が困難になるのか、あるいは可能になるのかを考察する

ために、本節の前半で 3 つの事例を紹介する。本節の後半では、事例研究を踏

まえてアンチモニー産業の再生産可能性と限界、そして現在の再生産の論理を

分析する。  

 

1. 事例研究  

事例 1 では、アンチモニーのメーカーとして成立しながら、需要の変化に合

わせて亜鉛ダイカストの一貫生産工場を設立した A 社について紹介する。事例

2 では、かつてはアンチモニー製品へのメッキ加工を行っていたが、亜鉛ダイ

カスト等の鍍金へ移行し、塗装工程を内製化した B 社の事例を示す。事例 3 で

は、アンチモニーメーカーによる共同での新素材「エテナ」開発とその目的を

分析する。  

 

                                                 
118 渡辺幸男「日本機械工業の社会的分業構造(上)：下請制研究の新たな視座

を求めて」『三田学会雑誌』第 82 巻第 3 号(1989 年 10 月)：44-62 
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事例 1: メーカーA 社 119 

A 社は、戦後の 1950 年代に墨田区でアンチモニーメーカーとして創業した。

食器などのテーブルウェアを専門の分野として抱え、1980 年代まで生産活動を

行っていた。しかし、1985 年のプラザ合意によりアンチモニー製品の海外輸出

がほとんどなくなってしまったこと、また、アンチモニー製品の素材の表示に

おいて鉛の表示が必要となったことを背景に、得意とするテーブルウェア分野

でのアンチモニー製品の製造が難しくなると考え、製品分野の転換を図った。

これに先立ち需要量の増加から建設した長野県の亜鉛ダイカスト工場を活用

しながら、テーブルウェア製品のダイカスト鋳造に着手した。アンチモニーメ

ーカーで亜鉛ダイカスト鋳造を始めたのは A 社が最初であったといい、そのた

めに多様な製品分野でのダイカスト鋳造に取り組むことができた。また、ダイ

カスト鋳造の量的規模性から、他の工程の内製化を進め、現在では一貫生産を

行っている。また、アルミダイカスト工場を増設したほか、中国には協力工場

を抱え、プラスチック製品やガラス製品の生産、メッキ工程などを委託してい

る。  

この事例において示唆される点は二つある。第一に、素材の問題点から自発

的に他素材の製品の製造に移行したものの、量産化によりアンチモニー市場が

A 社にとって持つ意味が薄れたと考えられる。この背景としては、量産された

製品と同時に少量生産の製品を扱うことの非効率性や、単に市場規模としての

安定性によりアンチモニー産業での生産が不要となったことが挙げられる。第

二に、量産化により他工程の内製化に成功したという点である。量的規模が維

持されることが内製化には必要な条件であり、逆に少量で不安定な生産体制に

あっては、内製化は起きにくいといえる。  

 

事例 2: 鍍金屋 B 社 120 

                                                 
119 聞き取り調査①、A 社ホームページより  
120 聞き取り調査⑱、B 社沿革に関する資料より  
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B 社は、輸出向けアンチモニー製品への金銀メッキ工場として墨田区にて昭

和初期に創業した企業である。戦時中に事業を中断したものの、戦後に事業を

再開し、輸出向け製品を中心にメッキ加工を担う。その後、昭和 40 年代にアン

チモニー製品の製作・販売部門を新設し、メーカーとしての機能も備えた。同

じ頃、設備の老朽化に伴いメッキの新工場を現在の場所(葛飾区)に建設、移転

した。このときの受注量はアンチモニー製品が 6 割、亜鉛ダイカスト製品が 4

割程度であったという。移転先の葛飾区内には生活用品・化粧品ケース・ライ

ター・文具等の製造を行う企業が多く立地しており、アンチモニー製品の受注

量の減少と移転先での新規顧客の増加から、移転後は主に亜鉛ダイカスト製の

雑貨等へのメッキへと移行したという。その後、塗装工程の拡張や研磨工場の

新設等を経ながら、多様な需要に対応し、現在では精密機械や装飾品へのメッ

キ加工を行っている。また、かつてのアンチモニー製品の製作・販売部門は独

立した株式会社となり、その事業内容は、ダイカスト製品メーカーとしての役

割と、他メーカーのアンチモニー製品の販売となっている。  

B 社の事例で特筆すべきであるのが、小規模生産で分業体制を前提とするア

ンチモニー製品へのメッキ加工業として創業したものの、現在はアンチモニー

製品へのメッキ加工は下火となり、さらには研磨や塗装工程を内製化している

点である。B 社は、アンチモニー製品の輸出量や生産量が減少し始めた頃に、

亜鉛ダイカスト製品を取り扱う顧客を、アンチモニーメーカーも多く集積して

いる葛飾区で開拓している。これを可能にした条件は、葛飾区を含め東京都は

大都市として多様な産業ひいては需要が集積しているという点である。そのた

め、B 社は工場の移転に際して新たな市場と接し、受注に至った。また、アン

チモニー製品へのメッキ加工が減った一方で、研磨工程や塗装工程を内製化・

拡大できた要因は二つある。第一に、量産品へのメッキ加工を受注したことで

ある。亜鉛ダイカストのような量産品への加工の受注は、B 社の収益を安定化

させたと考えられる。第二に、量産化された製品への加工を受注したために、

自社の工程を経る前後の決まった工程をまとまった量の製品が通過するとい

うことである。聞き取りによると B 社でメッキ加工を行っている製品の 3 割程
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度が塗装工程を経るということであったが、アンチモニー製品のように少量生

産が基本となっていると、内製化に至るだけの量的規模が満たされないと考え

られる。  

以上より、アンチモニー産業から離れ、他の工程の内製化に成功した事例を

みると、アンチモニー産業内で分業体制を維持する条件として、生産の少量性

が挙げられる。また、東京都という場所の特性として、多様な需要へのアクセ

スが容易であることも B 社の事例から窺える。  

 

事例 3: 新素材開発  

アンチモニー産業のメーカー・サプライヤーにより新たに利用されるように

なった新素材「エテナ」は、メーカーの組合組織である東京アンチモニー工芸

協同組合と東京都立産業技術研究センターにより共同開発された錫合金であ

る 121。エテナは四元合金であり、その原材料は錫、ビスマス、アンチモン、銅

であり、毒性や公害の問題性がないという。そのため、従来アンチモニーは鉛

の含有の問題からメッキを必要としていたのに対し、エテナ製品はメッキ加工

がなくとも食器等にも利用できる。また、錆びにくいため、水回りの雑貨等に

も使用が可能である 122。  

エテナの使用状況をみると、アンチモニーより地金が高価であることや、鋳

象において多少の難点があることもあり、普及の度合いは低い。しかし、その

用途と工法をみると、今後の改善によってアンチモニー産業の再生産の一助と

なる可能性がある。第一に、製品分野としてこれまでにアンチモニーメーカー

の一部が得意分野としていながらも素材の問題点から製造を諦めてしまった

食器分野が含まれている。すでに食器分野でのデザイン経験のあるメーカーは

存在しており、アンチモニー製品の市場分野が広がる可能性がある。第二に、

再生産の難しい工程について、エテナは加工を要しない。現在、アンチモニー

                                                 
121 東京アンチモニー工芸協同組合「素材説明」(2011)：(2016 年 1 月 11 日) 
http://antimony.or.jp/sozai.html 
122 聞き取り調査⑯より  
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製品を専門としてメッキ加工を行っているサプライヤーは 1-2 軒であるといい、

毒性のなさからメッキ加工のいらないエテナは、今後のサプライヤー構成を考

えると有用であると考えられる。  

以上を踏まえると、アンチモニー産業の再生産に際しては、メーカーが自身

で市場分野を広げようと取り組んでいるほか、メーカーによりアンチモニー産

業のサプライヤーの状況を把握することにより将来的に可能なサプライヤー

の組み合わせでの生産体制があらかじめ計画されているといえる。  

 

 

2. アンチモニー産業の再生産可能性  

以下では、アンチモニー産業の今後の再生産可能性と、その限界について分

析する。可能性としては、東京都東部に立地する産業集積としての再生産可能

性と、アンチモニー産業という一つの産業としての再生産可能性に分類し、分

析する。限界面については、他の零細企業等が抱える典型的な問題点と、アン

チモニー産業特有の問題点に分けて考察する。  

まず、アンチモニー産業の集積としての再生産可能性である。一つの集積の

再生産可能性としては、アンチモニー産業が東京都に立地しているという視点

から、二つの理由で集積としての再生産が可能であると結論付けられる。第一

に、東京は伝統的に多様な産業の集積地として再生産を続けているという点で

ある。東京都にはアンチモニー産業のみならず多様な産業、特に工業分野に属

する中小零細企業群が存在している。そのため、複数工程を複合的に利用する

アンチモニー産業にとって、メッキ工程や塗装工程を利用しやすい地域である

こと、また、アンチモニー産業内の空洞化が起きた場合にも、小規模生産を行

う他の企業あるいは他の工法のサプライヤーによって補填が可能であると考

えられる。また、この東京における産業の複合性により、アンチモニー産業に

おいても内製化による過当競争が起きにくいとも推測される。第二に、東京は

産業の集積地であるとともに、需要の集積地でもあるという点である。アンチ

モニー産業は複数市場との接点を持つ産業であるが、各市場の残存者利益がま
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とまった形で存在するのが大都市であるほか、多様な市場の残存者利益が同時

に存在するのもまた需要の集積地である大都市東京である。そのため、アンチ

モニー産業は需要の集積地である東京に立地し今後も残存者利益を享受し続

けることで再生産が可能である。また、残存者利益が存在している東京都を離

れるインセンティブが働かないため、地理的拡大が起きにくく、集積としての

再生産も可能であると推測できる。  

第二に、産業としての再生産可能性である。産業としての再生産可能性は、

アンチモニー産業が複数市場と接点を持っているという特徴に着目すると、二

つの理由に大別される。一つ目は、アンチモニー産業は単独では成立しえない

産業であり、多様な市場の存在を前提として、その残存者利益を享受できてい

るという点である。アンチモニー産業が製品を供給している市場においては、

基本的には量産体制を中心とした供給体制が取られている。そのため、量産で

は対応できない市場に対し、アンチモニー産業が製品を供給できているのであ

る。つまり、量産体制に支えられた市場の存在が、少量生産の必要性を一部で

生んでいるということである。こうした量産により規模を確保している市場と

接点を持つアンチモニー産業は、量産体制が必要とされる限りは残存者利益を

享受し続けることができ、逆に量産が不要となるほど市場が縮小すれば、その

ときには生産の少量性からまた市場への製品の供給が求められる可能性もあ

る。こうした理由から、アンチモニー産業は非常に限られた需要を対象として

生産活動を行っていながら、その需要は非常に安定性に富んでいるために、産

業としての再生産可能性が十分にあると考えられる。二つ目は、アンチモニー

製品の生産にあたっては、サプライヤーは複数市場を同時に販路に抱えた状態

での生産が可能であるという点である。すでに前節までに述べた通りであるが、

アンチモニー産業のサプライヤーは複数メーカーからの注文を同時に受注し

ている。そのため、個々の市場の動向によりサプライヤーが影響を受けにくく、

仮に一つの市場が縮小あるいは滅失し、メーカーからの注文が途絶えたとして

も、他の市場での残存者利益によりある程度は利益が確保されるという状態に

ある。この特徴は、需要サイクルが短期化している現代においては非常に強み
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となると考えられる。他の産地型産業が需要の変化に伴い一つ一つ市場を開拓

しているのに比べると、すでに複数市場を持ち合わせているアンチモニー産業

は、再生産可能性が高いといえる。  

 

次に、アンチモニー産業の限界を、他の中小零細企業が抱える一般的な問題

点と、アンチモニー産業特有の問題点に分けて分析する。第一に、中小零細企

業としての問題点である。アンチモニー産業は、複数市場との接点を持ちある

程度の需要を確保している一方で、その需要の特徴を無視すれば各市場からの

需要は少量であり、産業としての縮小は下げ止まっているとはいえ最盛期と比

較すると規模が縮小していることは事実である。そのため、後継者の育成等へ

の投資が難しいほか、家内制手工業でありながらサプライヤーも子供に跡を継

ぐよう強く言えないというのが現状であるようだ。また、利益がある程度は確

保されているとはいえ不安定性もぬぐえず、新規の設備導入等の投資も憚られ

る。そのため、設備の老朽化等も相まって廃業するケースもあるようである。

第二に、アンチモニー産業特有の問題点は、主に素材の問題点である以下の二

点に帰着する。一点目として、アンチモニーは鉛合金であり、人の手に触れ、

結果として口に成分が入ってしまうような場面での使用は、市場においても好

まれない。メッキ加工が表面に施してあるものの、そうした消費者の不安は拭

いきれず、結果として用途が非常の狭まっているという。また、二点目として、

アンチモニーの製錬に使用される鉛は、以前はスクラップを使用していたもの

が、現在はスクラップが海外へ流出しているために、アンチモニーには純粋な

材料が用いられ、原材料価格が高騰しているという。低価格での生産を強みと

していたアンチモニー産業にとっては、原材料価格の高騰は懸念すべき点の一

つであり、価格の維持のためにサプライヤーの利益が圧迫され再生産を妨げる

可能性もあるといえる。  

 

 

以上二項より、アンチモニー産業の再生産の論理を以下のように結論づける。 
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第一に、コーディネーターであるメーカーの存在により、アンチモニー産業

は再生産が可能であった。その理由はコーディネーターとしてのメーカーの三

つの特徴による。一つ目は、アンチモニー産業に需要をもたらし続ける存在で

あるという特徴である。量産化がさまざまな市場で進む中、コーディネーター

として市場の需要に応じたサプライヤーを選択しているメーカーは、アンチモ

ニー産業の持つ量的特性から、アンチモニーを製品の素材の一つとして利用し

続けたということである。これにより、アンチモニー産業には残存者利益がも

たらされたといえる。二つ目は、アンチモニーのサプライヤーをコーディネー

トする存在であるという特徴である。市場での需要に特化しているメーカーは、

市場と接点を持たないサプライヤーに代わり、需要に対し最適な組み合わせで

のサプライヤーの利用を続け、サプライヤーは生産方法の同質性から多様な市

場需要への供給を続けた。これにより、アンチモニー産業のサプライヤーは市

場に関する情報が乏しい中でも需要の変化に対応し、再生産を遂げることがで

きたといえる。三つ目は、アンチモニー産業を俯瞰する存在としてメーカーが

存在していたために、産業内の工程の空洞化等の再生産を脅かす事態に際して

も、メーカー主導のもと他の工程のサプライヤーを活用した再生産体制を構築

できたという点である。  

第二に、アンチモニー産業は大都市である東京に立地しているために、再生

産が可能であった。この理由は二点の特徴に基づく。一点目は、大都市である

東京は多様な産業の集積地であるという特徴である。東京には、古くから多様

な産地型産業や都市型産業が集積を形成し、再生産が行われている。そのため、

特に基盤の広いメッキ工程等がアンチモニー産業にとっても利用可能であっ

たということができる。二点目は、大都市である東京には多様な需要が集積し

ているという特徴である。まず、大都市である東京には、単一市場の需要であ

っても規模が莫大となるため、量産化等では対応できない残存者利益がある程

度の量にまとまって存在している。また、東京にはさまざまな市場の需要が同

時に集積しているため、複数市場の残存者利益も同時的に存在している。こう

した背景から、アンチモニー産業は多様な市場の残存者利益を同時に享受し、
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再生産しうる量の需要を確保してきたのだといえる。  

第三に、サプライヤーが独立した存在であったためである。この特徴は二面

的な意味を持つ。一点目は、サプライヤー間の関係が独立であるという面であ

る。各サプライヤーは社会的分業体制を維持しているのと同時に、メーカーの

下で並列関係にある。サプライヤー同士が独立であることは、サプライヤー同

士での利益の浸食が少なく、安定的な生産活動が行える環境要因となる。二点

目は、サプライヤーがメーカーひいては市場から独立した存在であるという面

である。サプライヤーにとって市場との接点であるメーカーは重要な存在であ

ることに相違はなく、その意味では非常に片務的にメーカーに依存しているよ

うにも捉えられる。東京に存在する都市型機械工業集積の重層的な下請構造な

どでは、下請企業は元請企業に片務的に依存した存在である場合が多い。しか

しながらアンチモニー産業のサプライヤーは、複数市場の窓口としてメーカー

を利用しており、個々のメーカーがサプライヤーにとって持つ意味は他の産業

におけるリンケージ企業等と比べるとはるかに小さいといえる。  

以上の三点の理由から、アンチモニー産業の再生産は、需要とサプライヤー

の集積地である大都市東京において、その需給のコーディネートを複合的に行

うメーカーの存在により、各サプライヤーが利益を確保できたことから成立し

得たと結論付けられる。そして、こうした要素から、アンチモニー産業は中小

零細企業として、あるいは素材面での限界はあるものの、東京に集積しながら

メーカーによるコーディネートのもとで再生産を続ける可能性は十分にあり、

こうした形態をとる産業が東京には存在しうるということが示唆される。  
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終章 大都市複合型産業集積化による再生産可能性 

本章では、アンチモニー産業の再生産を可能とした産業集積の形態的変化を

大都市複合型産業集積化と呼ぶこととし、大都市複合型産業集積化という語の

持つ意味とともに、この産業集積の変容により再生産が可能になる論理を示す。

その上で重要となるのが、①大都市における産業集積であるという点、②複合

型の集積であるということの二面性、③市場とサプライヤーを仲介するコーデ

ィネーターの存在が先の複合性をもたらしている点、④集積の再生産が形態の

変化に伴って可能になった点である。  

第一に、大都市に産業集積が存在していることにより再生産が可能となる理

由は二点ある。一点目は、大都市は需要の集積地であるという点である。大都

市には、中山氏が述べているとおり多くの需要とともにそれらの需要の残存者

利益となる部分がある程度のまとまった量となって存在している 123。そのため、

地方や中規模の都市に立地している産地型産業集積では網羅することができ

ない需要量 124であっても、それが大都市という需要の集積地に集められた場合

には、十分に生産者に対し残存者利益がもたらされるという結果を生む。二点

目は、大都市には今なお多くの零細企業が立地しているという点である。残存

者利益の存在のみならず、その利益に関わる生産活動を中心的に行うことがで

きる零細企業の同時的な存在が、集積の再生産を可能にする。アンチモニー産

業の例を取ると、アンチモニーを中心的に取り扱っている企業群の存在だけで

はなく、メッキ屋や塗装屋といった、他業種とも接点を持ちながら、アンチモ

ニー産業からの小規模な加工の発注にも対応する零細企業が存在しているこ

とが、アンチモニー産業の再生産を可能にしてきた。  

                                                 
123 中山金治「首都圏-都市型産業の変化と小零細企業」『都市問題研究』34 巻

11 号(1982 年 11 月)：29-42 頁  
124 残存者利益が小さすぎるために、それに対応する生産者はそこから得る利

益だけでは再生産ができないような需要量を指す。  
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第二に、需要側と供給側の二面的な意味で複合型の産業集積であるという点

である。需要面では、先に述べた通り需要の集積地であることのほかに、大都

市にはあらゆる業種の残存者利益が複合的かつ同時的に存在していることで

ある。一業種の残存者利益がその業種の集積の再生産を可能にするだけの量的

規模性を持っている場合もあるが、大都市である東京には、単独では集積を再

生産させえない量の残存者利益も多く存在している。大都市複合型産業集積は、

そういった小規模な残存者利益を、生産方法の同一性をもって回収する 125こと

で再生産を可能にしているといえる。供給面では、二点の理由で複合性を持っ

ている。一点目は、大都市複合型産業集積においては、サプライヤーの組み合

わせが多様であるという点である。集積内のサプライヤーの組み合わせはもち

ろんであるが、単一産業集積に留まらない多様な組み合わせでの生産が行われ

ていることも大きな特徴である。画一的なサプライヤーの組み合わせのみでは

ごく少数の業種の同質的な需要以外への対応が難しいが、その組み合わせを柔

軟に変えることにより、サプライヤーはより多くの産業・業種との接点を持ち、

需要先を確保している。その意味で、供給側は複合的な生産体制により、再生

産を可能にしているということができる。  

第三に、上で述べた複合性の存立の背景には、コーディネーターが存在して

いるという点である。コーディネーターは、需要側から見ると、単一あるいは

少数の市場での商品需要に特化し、製品を供給している。需要者である問屋は、

生産方法に関する専門知識や、サプライヤーの存在に関しての情報は不足して

おり、コーディネーターの持つ専門性を活用して製品の供給を受けている。そ

の一方で、サプライヤー側から見ると、コーディネーターは商品需要に対応す

るためサプライヤーの組み合わせを主導的に選択し、市場との窓口となってい

る。サプライヤーはどういった市場での需要に対応できるか、また、どういっ

た製品が需要されているかといった情報に欠いており、市場需要に特化してい

るコーディネーターのもと、多様な製品を生産している。このコーディネータ

                                                 
125 少量の残存者利益を同時に複数享受する状態を指す。  
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ーの存在により、問屋等の需要者とサプライヤーとの需給における情報の非対

称性が解消されるため、残存者利益としての市場は複合的に集約され、また、

サプライヤーは生産方法の一つとして選択され続け、再生産を可能としている。 

第四に、集積の再生産が形態の変化に伴って可能になった点である。現在大

都市に集積している産業が都市型あるいは産地型といったようにある特定の

需要に対して成立したものであるのと同様に、大都市複合型産業集積であって

も、勃興当初は他の産地型産業や都市型産業と同様にあるまとまった量の需要

に対して画一的に生産を行っていたと考えられる。その集積が、再生産の過程

で需要構造の変化に伴いその対象とする市場を変遷させたことで、各市場での

残存者利益を複合的に確保することができた。あくまで初めから複数の残存者

利益に気づき、同時的かつ複合的に残存者利益を獲得したのではないというこ

とである。コーディネーターの中には市場の需要に対応することで再生産を遂

げたもの、また、市場の需要変化に対応できず消えたものもある。大都市複合

型産業集積化は、サプライヤーに複数市場との接点としてのコーディネーター

を持たせるため、市場の滅失あるいは縮小に伴うコーディネーターの入れ替わ

りや減少によるサプライヤー集積への需要量の変動の影響を小さく食い止め、

再生産を可能にしていると考えられる。  

これら四点の特徴から、需要が集中し、かつ残存者利益を享受する他の零細

企業が存在している大都市において、需要面と供給面の双方を複合化させる形

態へと転換する大都市複合型産業集積化は、産業集積の再生産を可能にすると

いえる。また、その複合的な需要をサプライヤーにもたらし、同時に需要に対

しサプライヤーを複合的に組み合わせるコーディネーターの存在により、サプ

ライヤーの産業が形態を変えて再生産が可能になったことも、工業分野を含め

多様なサプライヤーが存在する大都市ならではのことである。以上で見てきた

大都市複合型産業集積の再生産の論理は、序章にて述べた単純な都市型産業集

積や大都市型産地型産業集積の再生産の構造とも大きく異なっているといえ

る。  
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付録 

補論 産地型産業集積の展開 

以下では、本論中で言及されていない産地型産業集積の展開、また、その背

景にある産業集積に関する議論の発端について論じる。  

産業集積論は古くは 1700 年代後半から議論されており、Smith は、分業関係

は地理的条件による制約を受けることを論じた 126。また、Marshall は空間経済

学の観点から外部経済性による集積の再生産を論じ、集積論の礎を築いた 127。

その後 Krugman らを中心に集積論は展開され、産業集積は特殊労働者市場の形

成や非貿易投入財の低価格調達、技術の波及等にメリットをもたらすという

論 128は一般に広く知られるようになったといえる。  

日本の産地型産業の 6 割は明治時代以前に形成されたとされており、特に戦

後の経済復興、高度経済成長期を通じて国内市場や輸出市場を対象として生産

量を伸ばしてきた 129。その一方で、経済成長の鈍化とともに業況も悪化し、構

造の転換や産業そのものの崩壊が進行した。  

時代別に見ると、1980 年代には円高の進行に伴い輸出を中心としていた産地

型産業は生産量の減少や内需転換を余儀なくされた 130。また、大都市の地場産

業においては生産機能を地域外へ分散させることにより、その輸出価格を維持

                                                 
126 Smith, A. “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.” 
London: W. Strahan and T. Cadell, 1776 
127 Marshall A. “Principles of economics”. London: Macmillan, 1890 
128 Krugman, P. “Geography and Trade” Massachusetts: MIT press, 1991 
129 中小企業庁編『中小企業白書 1994 年版』(中小企業庁 , 1994)：(2016 年 1 月

12 日) http://www.chusho.meti.go.jp/  
130 渡辺俊三「為替相場の変動と輸出型産地企業をめぐる諸問題」『商工金融』

第 29 巻第 11 号(1987 年 11 月)：3-18 頁  
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する企業も見られた 131。その一方で、受注生産体制は継続され 132、ニーズの多

様化に応じて少量多品種生産へ移行した企業も少なくなかった 133。  

1990 年代に入ると、さらなる円高の中で価格の切り下げを余儀なくされた輸

出型産地型産業や国内向け生産を行った企業の一部は、海外へ生産拠点を移し

た 134。国内市場は成熟化し 135、受注生産体制を取っていた産地型産業はライフ

スタイルの変化への適応に一層苦戦することとなった 136。また、円高の影響か

らアジア諸国からの代替品の輸入も増加した 137。このような状況の中で、分業

体制を取っていた産地型産業内の企業は内製化による低価格化を図るほか、集

積外への進出も見られた。  

2000 年代には、経済成長の鈍化は著しく、既存の受注先数が減少する流れが

見られた 138。成熟し、多様化した需要に対応するため、異業種交流などを通じ

て 139新商品開発に取り組む企業も増加した 140。発展途上国製品の質的追い上げ

                                                 
131 村社隆「都市化の進展と大都市圏地場産業の変貌 大阪大都市圏における

事例」『商工経済研究』第 11 巻(1981 年 9 月)：1-31 頁  
132 上野和彦「地場産業「産地」の構造とその変化」『中小企業と組合』43 巻 7
号(1988 年 7 月)：6-11 頁  
133 梅木晃「市場の変化と新たな課題 地場産業の展望」『調査季報』19 号

(1991 年 11 月)：1-17 頁  
134 赤津  光一・高野  光一「激化する輸入品との競合   新潟県燕・三条地域

(金属製品)(特集：円高下の地域産業  海外・内需へチャレンジする経営者た

ち)」『ジェトロセンサー』45 巻 537 号(1995 年 8 月)：32-35 頁；吉田敬一「転

機に立つ中小企業」『産研アカデミック・フォーラム』(1998 年 5 月) ：9-21
頁  
135 小原久治「躍進の道を探る地場産業と産地中小企業 主要産地の最新動向

調査より（特集：変貌する地域中小企業）」『中小公庫月報：JFS monthly 
report』44 巻 8・9 号(1997 年 9 月)：16-21 頁  
136 三菱総合研究所編『集積・地場産業新ネットワーク構築事例調査報告書  
平成７年度』(東京：三菱総合研究所 , 1996) 
137 小原久治 , 前掲；小副川忠明「輸出主導型産業としての横浜スカーフ（特

集：地場産業の現在）」『地域開発』441 号(2001 年 6 月)：14-18 頁  
138 町田光弘「中小工業における規模別付加価値生産性格差の拡大要因につい

て」『中小企業季報』2014 年第 1 号(2014 年 4 月)：14-26 頁  
139 森下正「中小企業組合の今日的意義  求められる共生と供創による信頼の

ネットワーク組識」『中小企業と組合』第 59 巻第 1 号(2004 年 1 月)：12-16 頁  
140 伊藤正昭「産業の空洞化と地場産業の力(特集：日本の産業を支えるものづ

くり  産業空洞化と地域産業の苦悩と自立）」『産業立地』41 巻 10 号(2002 年
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も一層強くなり、さらなる海外製品による代替が進行した 141。  

特に日本では、1990 年代から 2000 年代にかけて、産業集積を形成してきた

企業の海外進出や地方移転が産業空洞化をもたらすとして問題とされた。その

潮流の中で、日本の集積論は今後の産業集積のあり方をめぐって二分され、一

方は集積の解体あるいは性質の変化を中心として集積をマクロ的視点で捉え

て論じ、もう一方は産業集積の崩壊ののちの企業の存続の道を探るミクロ的方

向へと議論を展開した。しかしながら、これらの議論は従来通り再生産が行わ

れている産業集積への注目を拒み、すでに崩壊している集積が示唆するものを

議論しているにとどまっている。  

  

                                                 
10 月)：7-11 頁  
141 石井廣志「工芸産業地域における産地等企業集積の実態調査(第２報)」『東

京家政学院大学紀要』第 43 号(2003 年 8 月)：127-146 頁  
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事例集 

メーカー  

・ (A 社)アンチモニーメーカーとして創業。現在はアンチモニー製品の製

造から亜鉛ダイカストの一貫製造、その他ガラス製品等の製造に移行。 

・ (C 社)型屋を発端として、メーカーに成長。現在は仏具等を扱うメーカ

ーであり、また、自社内に鋳造設備を設置して後継者の育成を図ってい

る。生産は、アンチモニー4 割、ダイカスト 6 割程度。  

・ (H 社)カップやトロフィーを中心に扱っている。生産量は、アンチモニ

ー6 割、ダイカスト 4 割程度。  

地金屋  

・ (K 社)葛飾区外に立地。アンチモニー製品のサプライヤーに地金を供給

するほか、自身でアンチモンを含む合金や合金を使用した製品を販売し

ている。  

吹き屋  

・ (D 社)焼き吹きのサプライヤー。チェーンブロックを使用して大型の型

でも鋳造ができる。9 割以上がアンチモニー製品であるが、錫合金のエ

テナによる鋳造も行う。カップ、仏具、たんすの金具、灯篭などを鋳造

している。  

・ (E 社)戻し吹きのサプライヤー。自宅兼工場で作業。どの金属を使用し

ても同じ型で鋳造できるのが特徴であるという。カップ、トロフィー、

宝石箱、置物などを鋳造している。  

まとめ屋  

・ (G 社)ガス吹きによりハンダ付けを行っている。扱う製品の 99%がアン

チモニー製品であるが、真鍮製品をまとめることもある。  

・ (J 社)コテによるハンダ付けを行っている。  

鍍金屋  

・ (B 社)アンチモニーへのメッキ加工を発端として創業、現在では亜鉛ダ
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イカスト製品等量産品へのメッキ加工を担っている。また、研磨・塗装

工程を自社内に持つ。メーカー機能も持っていたが、アンチモニー製品

の受注はほぼなくなっている。  

塗装屋  

・ (F 社)創業 70-80 年。メダル等への塗装加工を行っている。アンチモニー

製品への塗装が 99%であり、亜鉛製品への塗装を行うこともある。宝石

箱に特徴的なマスク塗装や、青銅色の塗装など、多様な塗装方法を持っ

ている。  

包材取扱事業者  

・ (L 社)アンチモニー製品を収納する箱などの包材を取り扱う企業。現在

ではアンチモニー製品用だけでなく、多様な製品の包材を製作している。 
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あとがき 

今回の研究においては、アンチモニー産業を例として大都市である東京にお

ける産業集積の再生産の論理を探った。需要・供給ともに多様である東京にお

いては、これまでに議論されてきた再生産、また、本稿において議論した再生

産の論理には単純に分類しえない論理によって再生産を遂げている産業もな

お存在しているであろう。そうした産業への調査が、東京の実態を知るうえで

は重要であり、その点では本研究は東京の実態調査の一助となりえたのではな

いかと考える。その一方で、調査対象が非常に限定的であったことは本研究の

至らぬ点であり、研究対象の拡大については今後の課題としたい。  
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聞き取り調査実施概要 

聞き取り調査① 

実施日: 2015 年 8 月 31 日  

調査対象: メーカー(A 社) 

対象者職位: 代表取締役会長 A 氏  

 

聞き取り調査② 

実施日: 2015 年 9 月 10 日(葛飾アンチモニー会会合) 

調査対象: 葛飾アンチモニー会会員複数名  

 

聞き取り調査③ 

実施日: 2015 年 9 月 15 日  

調査対象: メーカーC 社  

対象者職位: 社長・東京アンチモニー工芸協同組合専務理事 C 氏  

 

聞き取り調査④ 

実施日: 2015 年 9 月 15 日(A 氏・C 氏同伴) 

調査対象: 焼き吹きの吹き屋 D 社  

対象者職位: 個人事業主 D 氏  
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聞き取り調査⑤ 

実施日: 2015 年 9 月 15 日(A 氏・C 氏同伴) 

調査対象: 戻し吹きの吹き屋 E 社  

対象者職位: 個人事業主 E 氏  

 

聞き取り調査⑥ 

実施日: 2015 年 9 月 15 日(A 氏・C 氏同伴) 

調査対象: 塗装屋 F 社  

対象者職位: 個人事業主 F 氏  

 

聞き取り調査⑦ 

実施日: 2015 年 9 月 15 日(A 氏・C 氏同伴) 

調査対象: まとめ屋 G 社  

対象者職位: 個人事業主 G 氏  

 

聞き取り調査⑧ 

実施日: 2015 年 10 月 16 日(第 31 回葛飾区産業フェアにて) 

調査対象: メーカーH 社  

対象者職位: 社長 H 氏  
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聞き取り調査⑨ 

実施日: 2015 年 10 月 16 日(第 31 回葛飾区産業フェアにて) 

調査対象: メーカー I 社  

対象者職位: 社長・葛飾アンチモニー会会長 I 氏  

 

聞き取り調査⑩ 

実施日: 2015 年 10 月 16 日(第 31 回葛飾区産業フェアにて) 

調査対象: メーカーC 社  

対象者職位: 社長・東京アンチモニー工芸協同組合専務理事 C 氏  

 

聞き取り調査⑪ 

実施日: 2015 年 10 月 16 日(第 31 回葛飾区産業フェアにて) 

調査対象: まとめ屋 J 社  

対象者職位: 個人事業主 J 氏  

 

聞き取り調査⑫ 

実施日: 2015 年 10 月 16 日(第 31 回葛飾区産業フェアにて) 

調査対象: 鍍金屋 B 社  

対象者職位: 会長 B 氏  



 アンチモニー産業にみる大都市複合型産業集積化による再生産可能性（飯吉佑有）  

- 86 -  

 

聞き取り調査⑬ 

実施日: 2015 年 10 月 16 日(第 31 回葛飾区産業フェアにて) 

調査対象: 地金屋 K 社  

対象者職位: 代表取締役 K 氏  

 

聞き取り調査⑭ 

実施日: 2015 年 10 月 17 日(第 31 回葛飾区産業フェアにて) 

調査対象: 焼き吹きの吹き屋 D 社  

対象者職位: 個人事業主 D 氏  

 

聞き取り調査⑮ 

実施日: 2015 年 10 月 17 日(第 31 回葛飾区産業フェアにて) 

調査対象: 包材取扱企業 L 社  

対象者職位: 社長 L 氏  

 

聞き取り調査⑯ 

実施日: 2015 年 10 月 17 日(第 31 回葛飾区産業フェアにて) 

調査対象: 地金屋 K 社  

対象者職位: 代表取締役 K 氏  
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聞き取り調査⑰ 

実施日: 2015 年 10 月 18 日(第 31 回葛飾区産業フェアにて) 

調査対象: メーカー I 社  

対象者職位: 社長・葛飾アンチモニー会会長 I 氏  

 

聞き取り調査⑱ 

実施日: 2015 年 10 月 21 日  

調査対象: 鍍金屋 B 社  

対象者職位: 会長 B 氏  
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